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総  則 

 １ 趣旨 

  (1)  この規格書は、航空自衛隊奈良基地において調達する糧食品の規格に関し必要  

   な事項を定めるものとする。  

   (2)  この仕様書は、製造者の規定する仕様及び社内規格による。  

  (3)  この仕様書に記載した糧食品名は、選定する際の参考として例示したものであ

り、当該品を指定するものではない。 

 

 ２ 見本提示 

  (1)  見本提示を要する場合は、その都度示す。  

  (2)  見本提示は、入札前に提出するものとする。 

 

 ３ 受領検査 

  (1)  納品時に衛生課において食品衛生管理官の衛生検査を受けるものとする。ただ  

   し、次のものについては省略できるが、糧食出納主任が必要と認めた場合は衛生  

   検査を受けるものとする。  

     ア 穀類 

    イ  缶詰類及びビン詰類 

   ウ 調味料及び乾物類 

   エ  菓子類 

      オ 漬物類 

  (2)  受領検査は本規格書に基づき実施するが、自衛隊側において物理又は化学的検  

   査を必要と判断した場合は、公共の機関に依頼する。ただし、検査に必要な費用

   は納入業者の負担とする。  

   

 ４ 納入場所及び納入時間は次のとおりとする。  

  (1)  納入場所 

     奈良基地食厨房北側入り口を検収場とする。  

  (2)  納入時間 

     ０８３０～１１３０、１４００～１５００ 

    ただし、生鮮食品及び変質しやすいものは別に示す。  

   

５ その他 

  (1)  納入時は、業者立会とする。  

  (2)  生ものについては冷蔵または冷凍設備のついた車両で運搬する。 
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規  格 

 １ 穀類及び同加工品 

  (1)  共通規格                                                              

      ア ＪＡＳ規格を有するものについては、それぞれ該当する規格に適合すること  

    イ 異味、異臭、不純物の混入が無く品揃い（粒揃い）で、砕け、未熟なものが

   なく、市販品中級以上とし、乾燥を十分にして、カビ等を認めないこと  

    ウ  固有の光沢、風味を有し、病虫害を認めないこと  

 

規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

１－ １ 

 

 

内地米 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋10kg入りとする。 

２ 水稲うるち米とする。 

３ ＪＡＳ規格により１～２等に格付されたも

のを歩留り９１％程度で精白したものとし

ひのひかり、こしひかり又はあきさかりと

する。 

４ 国内産で年産はその都度示す。 

５ 格付け、品位について書かれた書類を 

 添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

１－ ２ もち米 ＫＧ １ 1袋１kg入り程度とする。 

２ 水稲もち米とする。 

  

 

１－ ３ 

 

黒米 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋１kg入り程度とする。 

２ 真空パックとする。 
 

１－ ４ 

 

五穀米 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1.2kg入り程度とする 

２ 真空パックとする。 
 

 

１－ ５ 

 

小麦粉 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 薄力粉とする。 
 

 

１－ ６ 

 

パン粉 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 粗挽き粉とする。 
 

 

１－ ７ 

 

天ぷら粉 

 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。 
 

１－ ８ 

 

押し麦 

 

ＫＧ １ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 真空パックとする。 

 

 

１－ ９ 

 

玄米 ＫＧ 

 

1袋5kg入り程度とする。 
 

１－１０ 切り麩 ＫＧ １ 1袋500g入り程度とする。 

２ 良質小麦粉（強力粉）を原料とし、形 

 状良く焼いたもので麸質100%、着色料使用 

 時は食品衛生法で許可された色素とする。 

 

 

 

１－１１ 巻き麩 ＫＧ 

１－１２ 花   麩 ＫＧ 
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規格番号 品  名 単 位 規           格 備 考 

１－１３ (乾)うどん ＫＧ 1袋1kg入り程度とする。 

  

 

１－１４ 

 

色そうめん 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋250g入り程度とする。  

２ 色の種類については別途指示する。 

 

 

１－１５ マカロニ ＫＧ １ 1袋４kg入り程度とする。 

２ デュラム小麦のセモリナ１００％とし、 

 折れ砕けのないものとする。 

 

 

 

 

１－１６ 

 

 

シェルマカロニ 

 

ＫＧ 

 

 

１－１７ 

 

乾燥中華麺 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ タレ無しとする。 

 

 

１－１８ スパゲティ－ ＫＧ １－１５に準じ、1.8mmサイズとする。 

 

 

１－１９ 

 

きしめん 

 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。  

 

１－２０ 

 

 

ビーフン 

 

 

ＫＧ 

 

 

１  1袋1kg入り程度とする。 

２  うるち米を原料とし、ショートタイプ 

 とする。 

 

 

 

 

１－２１ 

 

 

切りもち 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1個50g程度とする。 

２ もち米を原料とし、個別包装をしてい 

 ないものとする。 

 

 

 

 

１－２２ 

 

 

 

そうめん 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 良質の小麦粉を原料とし、白色で折れ

のない手延べのものとする。 

 

 

 

１－２３ 

 

クルトン 

 

個 

 

1袋200g入り程度とする。  

 

１－２４ 

 

 

日本そば(干) 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ そば特有の香味があるものとする。 

 

１－２５ 

 

 

インスタント 

カップ麺 

 

個 

 

 

１ １か月以内に製造したものとし、品名その 

 他はその都度示す。 

２ 賞味期限は納品日より４か月以上とする。 

 

 

 

１－２６ 

 

 

押寿司 

 

 

個 

 

 

１ １個40g程度とし、種類はその都度示す。 

２ 当日製造とし、紙おしぼり及び小袋生姜 

 付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

１－２７ 

 

 

柿の葉寿司 

 

 

個 

 

 

１ 1個40g程度としサバ寿司とする。 

２ 当日製造とし、紙おしぼり及び小袋生姜  

 付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 
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規格番号 品  名 単 位 規           格 備 考 

１－２８ 

 

から揚げ粉 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。  

２ 醤油味とする。 

   

 

１－２９ 

 

天かす 

 

袋 

 

1袋1kg入り程度とする。 
 

１－３０ 

 

 

節分用太巻き

寿司 

 

個 

 

 

１ 高野豆腐、かんぴょう、ほうれん草、玉

子入り総量300g程度とする。 

２ カットの有無はその都度示す。 

３ 当日製造とし、紙おしぼり及び小袋生姜 

 付きとする。 

 

 

 

１－３１ 

 

 

巻き寿司 

 

 

本 

 

 

１ 高野豆腐、かんぴょう、ほうれん草、玉

子入り総量270g程度1/8ｶｯﾄとする。 

２  当日製造とし、紙おしぼり及び小袋生 

 姜付きとする。 

 

 

１－３２ 

 

いなり寿司 

 

個 

 

１ １個40g程度とする。 

２ 当日製造とし、紙おしぼり及び小袋生姜 

 付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用意する

ものとする。 

 

１－３３ 

 

温麺 

 

袋 

 

１袋３００ｇ入り程度とする。 
 

１－３４ 

 

皿うどん 

 

ＫＧ １ １玉５０ｇ程度とする。 

２ 揚げ麺とする。 
 

 

１－３５ 

 

無洗米 ＫＧ 歩留り８６％程度とし、その他は規格番号

１－１に準ずる。 
 

 

１－３６ 

 

 

発芽玄米 

 

 

 ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 半生タイプとする。 

 

 

１－３７ 

 

上新粉 

 

ＫＧ 1袋1kg入り程度とする。 

 
 

１－３８ ビタミン強化

米 

ＫＧ １ ８種類のビタミンと鉄分を強化したもの 

２ 1袋1kg入り程度とする。 

 

 

１－３９ そうめんのふ

し 

袋 1袋２００ｇ入り程度とする。 

 
 

１－４０ 

 

十六穀米mix 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする 

２ 真空パックとする。 

 

 

１－４１ 乾燥茶そば ＫＧ １袋１５０ｇ入り程度とする。 
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 (2) パン共通規格  

    ア  出来上り品の性質は、次の条件を満たす一般市販のものとする。 

     (ア) 弾力性のある感触がありふっくらとしたもの  

    (イ) 切り口に「艶」があり気孔が細かく揃っていること  

    (ウ) カビ臭、イースト臭、こげ臭等がなく風味良好なもの 

    (エ) 表面に焼きむらがなく、色艶があること  

    (オ) 被膜は、全体的に薄いこと  

    (カ) 形が整っていること 

       

規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

１－４２ 食パン 

 

個 

 

１ ｇ数及び内容はその都度示し、消費期

限は納品日の翌日以降のものとする。 

２ 当日製造又は前日製造品とする。 

 

１－４３ 菓子パン 個 １ 規格書１－４０に準ずる。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

１－４４

  

サンドウィ

ッチ 

個 １ 規格書１－４０に準ずる。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

１－４５

  

バターロール 袋 

 

 １   １袋200ｇ程度5個入りとし、消費期限

は納品日の翌日以降のものとする。 

２ 冷凍可とする。 

 

１－４６

  

クロワッサン 袋 

 

１ １袋150g程度5個入りとし、消費期限

は納品日の翌日以降のものとする。 

２ 冷凍可とする。 

 

１－４７

  

ナン 

 

ＫＧ 

 

１ 1個70g程度とする。 

２ 冷凍可とする。 

 

１－４８

  

ロングライ

フパン 

個 

 

賞味期限１ヶ月程度とし、g数及び内容は

その都度示す。 

 

１－４９

  

バンズ(カッ

ト) 

 袋 １ １袋150g程度３個入りとし、消費期限

は納品日の翌日以降のものとする。 

２ カットしたものとする。 

 

１－５０ しっとりパ

ウンドケー

キ 

 個 

 

１ 1 個 60g 程度とする。 

２ 賞味期限１ヶ月程度のものとする。 

 

１－５１ 

 

フォンダン

ショコラ 

 

 個 

 

 

１ １個 40g 程度とする。 

２  賞味期限１ヶ月程度のものとする。 

 

 

１－５２ アップルパ

イ 

 個 １ １個 60g 程度とする。 

２ 賞味期限１ヶ月程度のものとする。 

 

 

１－５３ ビッグゴマバ

ンズ(カット) 

 個 １ １個68g程度とし、消費期限は納品日

の翌日以降のものとする。 

２ カットしたものとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 
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 ２ 豆類及び同加工品 

     共通規格 

  (1)  雑物の混入がないこと                  

  (2)  異味、異臭、不純物等のないもの    

  (3)  賞味期限を明示する。                       

        (4)  ＪＡＳ規格を有するものについては、それぞれ該当する規格に適合すること 

                                                          

規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

２－ １ 大豆 ＫＧ 粒揃いであって乾燥良好で病虫害、未熟物 

しわ等がなく固有の光沢あるものとする。 

 

 

 

２－ ２ 小豆 ＫＧ 

２－ ３ いんげん豆 ＫＧ 

２－ ４ 金時豆 ＫＧ 

２－ ５ 

 

もめん豆腐 

 

ＫＧ 

 

大豆を原料とし、色が白くてきめ細かく形

崩れのないものとし、１丁350g程度のもの 

とする。 

 

２－ ６ 

 

絹ごし豆腐 

 

ＫＧ 

 

納入当日製造のもので新鮮であり、冷却完

全で異味異臭のないもので、１丁350g程度

のものとする。 

 

 

２－ ７  

 

パック豆腐 

 

個 

 

１ 規格書２－６を使用し１丁150g程度で 

 パックしたものとする。 

 ２ 充填豆腐とする。 

３ 保存食分と検食用５個を用意するもの

とする。 

 

２－ ８  

 

焼き豆腐 

 

 ＫＧ 

 

規格書２－５を使用し、30%程度水分を絞

り、焼き上げたものとし、１丁330g程度の

ものとする。 

 

２－ ９ 

 

節分豆 

 

個 

 

１個10g入り程度とする。  

２－１０ 

 

 

高野豆腐 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 乾燥良好であって、変色、カビ割れ等の 

 ない均一なものとする。 

 ２ 製造後１か月以内のものとし１個１５ 

 ｇ程度のものとする。 

 

２－１１ 

 

 

油揚げ 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 納入当日製造のものとする。 

２ 良質植物油を使用し、適度な色沢と香 

 味を有し、揚げ過ぎないものとし、１枚

 25ｇ程度のものとする。 

 

２－１２ 一口厚揚げ ＫＧ ３㎝程度の角切りとし、その他は規格書２

－１１に準ずる。 

 

２－１３ 厚揚げ ＫＧ 厚さ1.5 ～2 ㎝で72ｇ程度の三角厚揚げで

、その他は規格書２－１１に準ずる。 

 

２－１４ 

 

 

がんもどき 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ ４種類以上（人参、胡麻、牛蒡、昆布

等）を混入したもので、円形を呈したもの

とする。 

２ 良質植物油を使用した新鮮なもので、 

 １個２０ｇ程度のものとする。 
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規格番号 品  名 単 位 規           格 備 考 

２－１５ 卯の花 ＫＧ 堅く絞り、不純物等の認められない納入当

日製造のものとする。 

 

 

２－１６ 

 

 

納豆 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1kg入り程度とする。 

２ 豊熟した粒ぞろいの大豆を原料とする

 ものとする。 

３ 豆が良く発酵し、風味良好で新鮮な糸 

 引き納豆とする。 

 

 

２－１７ パック納豆 個 規格書２－１６を使用し、1個50g程度にパ

ックしたものとする。 

 

 

２－１８ 

 

味付け黒豆 

 

ＫＧ 

 

1袋500g入り程度とする。 
 

２－１９ 

 

黄な粉 

 

ＫＧ 

 

１袋200g入り程度とする。 
 

２－２０ 

 

 

 

刻み湯葉 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１  1袋500g入り程度とする。 

２ 乾燥良好、刻んであるもの 

３ 着色料使用時は食品衛生法で許可され 

 た色素とする。 

 

 

２－２１ 

 

豆乳 

 

個 

 

１ 200ml入り程度とする。 

２ 調整豆乳とする。 

 

 

２－２２ 

 

豆 乳(大) 本 

 

１ 1L入り程度とする。 

２ 調整豆乳とする。 

 

 

 

２－２３ 白いんげん豆 

 

袋 

 

１ １袋1kg入りとする。 

２ レトルトパウチ水煮とする。 

 

 

２－２４ 

 

平湯葉 

 

 

袋 

 

 

１ 乾燥３枚入りとする。 

２ その他は規格書２－２０に準ずる。 

 

２－２５ 豆乳飲料 個 １ 125ml入りとする。 

２  味はその都度示す。 
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３ 魚介類及び同加工品                                                        

 (1)  鮮魚共通規格 

   ア 外観 

    (ア) 表面は新鮮な光沢を有したもの 

    (イ) 眼球に張り、青黒く生き生きとして、角膜が透明であること  

    (ウ) えらは、鮮紅色で弾力性があること  

    イ 臭い 

      固有の鮮度を有し、悪臭のないこと 

   ウ 大きさは、その都度示す。  

   エ その他  

      鮮度良好で水に入れると沈むもの。アンモニア 20㎎以下とする。 

(2)  冷凍魚共通規格 

    ア 外観 

      充分な凍結状態で、眼球が張り出し角膜が混濁していないこと  

   イ 解凍 

      鮮魚と同様になること  

    ウ 臭い 

      固有の鮮度を有し、悪臭のない船内急速冷凍品 (-40℃) とする。 

   エ その他 

   (ア) 腹切れ、身切れ、雑物を認めないものとし、脂やけ、冷凍やけのないもの  

    (イ) 荷姿が良く、外包みに乱れのないものとする｡  

規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

３－ １ ぶり ＫＧ １匹5～6kg程度、内臓を除いた鮮魚刺身用 

とする。 

0900納

品 

３－ ２ はまち ＫＧ １匹3.5kg程度、内臓を除いた鮮魚刺身用 

とする。 

0900納

品 

３－ ３ 

 

はまち刺身 

 

ＫＧ 

 

１ ３－２を４つ切りにし、ブロック状にし 

  たものとする。 

２ 血合いを除き、皮を引いたもの５００ 

 ｇ程度のものとする。 

0900納

品 

３－ ４ 

 

ぶり刺身 

 

ＫＧ 

 

１ ３－１を４つ切りにし、ブロック状にし 

 たものとする。 

２ 血合いを除き、皮を引いたもの８００

 ｇ程度のものとする。 

0900納

品 

３－ ５ 

 

ぶりフィ－

レ 

ＫＧ 

 

１匹5～6kg程度、鮮魚を３枚下ろしにし、骨と

尻尾、カマを除いたものとする。 

 

 

３－ ６ まぐろ(調

理用) 

ＫＧ １ 血合いを除いた物とし、さく切りで冷

凍調理用のものとする。 

２ カジキマグロ加熱用とする。 

 

３－ ７ 

 

あさりむき身 

 

ＫＧ 

 

１ 異味、異臭なく、雑物の混入がないもの 

２ 冷凍１kg入りとする。 

 

３－ ８ 鰺 ＫＧ ぜいご、内臓をとったものとし、生鮮1 匹180g

程度のものとする。 

 

３－ ９ 

 

はまぐり 

 

ＫＧ 

 

異味、異臭なく、雑物の混入がない生鮮の

ものとし、１個３０ｇ程度のものとする。 

0900納

品 
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規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

３－１０ 

 

ｼｰｸﾞﾚｲｽほ

たて風味 

ＫＧ 

 

１ １袋500g入り程度とする。 

２ ほぐし身とする。 

 

３－１１ 

 

刺身用イカ 

 

ＫＧ 

 

１ 紋甲イカを糸作りにしたもので冷凍の

ものとする。 

２ 肉質厚く、柔らかいもので内臓、足及び皮を

  除いたものとする。 

 

３－１２ 貝柱 ＫＧ １袋１㎏入り冷凍２Ｓサイズとする。  

３－１３ 

 

つぼ抜きイ

カ 

 

ＫＧ 

 

ヤリイカ又はスルメイカを使用し、内臓及

び足を除いた筒状のもので、１匹200g程度

冷凍のものとする。 

 

３－１４ 花咲きイカ ＫＧ 短冊４cm程度にカットした物で 1kg入り冷

凍のものとする。 

 

３－１５ いわし ＫＧ マイワシ又は、ウルメイワシ1匹８０g程度

生鮮のものとする。 

0900納

品 

３－１６  ぶり切り身 ＫＧ １切れ130g程度、カマと尻尾は除いた生鮮で

養殖のもので真空パックにしたものとする。 

 

３－１７ 刻みあなご  ＫＧ 開いて素焼きにし、味付けしたもので冷凍

のものとする。 

 

３－１８ 

 

うなぎ蒲焼

き 

ＫＧ 

 

開いて素焼きにし、味付けしたもので１匹

２８０g程度の無頭冷凍のものとする。 

 

 

３－１９ 海老  ＫＧ 

 

  

  

１ 頭と皮と尻尾を除いたものとする。 

２ 尾に弾力性があり、光沢があること。 

３ ブラックタイガ－１匹３０g程度冷凍 

  のものとする。 

 

 

 

３－２０ 

 

むき海老 

 

ＫＧ 

 

１ 石、砂及び海草等の雑物が付着してお

らず、着色していないものとする。 

２ ブラックタイガ－１匹１０g程度冷凍

のものとする。 

 

３－２１ 甘海老 ＫＧ 無頭皮無し・刺身用､２Ｌサイズで１匹８g程

度冷凍のものとする。 

 

３－２２ 寿司海老 ＫＧ 茹でて開いたものとし、Ｌサイズ７ｇ程度

のものとする。 

 

３－２３ かれい切身 ＫＧ 黄金カレイ、無頭１切れ120g程度冷凍のもの 

とする。 

 

３－２４ 

 

ノルウェー

サーモン切

身 

ＫＧ 規格書3-54をカットしたものとし、１切れ

130g程度のものとする。 

 

３－２５ 

 

紅鮭フィー

レ 

ＫＧ 

 

１枚700g３枚下ろしとし、骨と尻尾、カマ

を除いた甘塩冷凍のものとする。 

 

３－２６ 

 

ノルウェー

サーモン刺

身 

ＫＧ 

 

１尾５kg程度３枚下ろしとし、皮と中骨を

除いた生鮮のものとする。 

 

0900納

品 

３－２７ 

 

鯖フィーレ 

 

ＫＧ 

 

塩分を含んでいないものとし、１枚125g程

度３枚下ろし冷凍のものとする。   
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規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

３－２８ 骨取りあん

こう 

ＫＧ １ １袋500g入り程度とする。 

２ 1個25g程度冷凍とする 

 

３－２９ さわらフィ

ーレ 

ＫＧ ３枚下ろしとし1枚700g程度冷凍のものと

する。   

 

３－３０ さわら切身 ＫＧ 規格書3-29をカットしたものとし、１切れ130g

程度冷凍のものとする。 

 

３－３１ かに爪 ＫＧ １kg入りハーフポーション２１－３０サイ

ズのものとする。  

 

３－３２ 

 

 

秋刀魚 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 塩分を含まないものとする。 

２ 9 月～10月は鮮魚とし、それ以外は冷 

 凍のものとする。 

３ １匹１６０ｇ程度のものとする。 

0900納

品 

３－３３ 鯛刺身 ＫＧ 四つ切り刺身用で、皮は引いてあるもの  

とする。     

0900納

品 

３－３４ 赤魚フィー

レ 

ＫＧ ３枚下ろし１枚１３０ｇ程度冷凍のもの  

とする。          

 

３－３５ 銀鱈フィ－

レ 

ＫＧ ３枚下ろしとし骨とカマを除き、１枚900g

程度冷凍のものとする。 

 

３－３６ 紅鮭切身 ＫＧ 規格書3-25をカットしたものとし、１切れ

130g程度冷凍のものとする。 

 

３－３７ 

 

銀鱈切身 

 

ＫＧ 

 

規格書3-35をカットしたものとし、１切れ

130g程度冷凍のものとする。 

 

３－３８ 

 

舌ひらめフ

ィーレ 

ＫＧ 

 

３枚下ろし120g程度冷凍、個別包装してい

ないものとする。 
 

３－３９ 

 

鮭フレーク 

 

ＫＧ １ １袋1kg程度入りとする。 

２ レトルトパックアルミ袋とする。 

 

３－４０ 

 

ノルウェー

サーモン西

京漬け 

ＫＧ １ 規格書３－２４を西京味噌につけたも

のとする。 

２ 魚に対して味噌の割合が40％程度とする。 

 

３－４１ 

 

スモークサ

ーモンスラ

イス 

ＫＧ １ １袋500g入り程度冷凍のものとする。     

２ 切り落とし可とする。 

 

３－４２ いくら  ＫＧ １ 500g又は１kg入り醤油漬け冷凍のものとする。 

２ マス子可とする。  

 

３－４３ メルルーサ

切身 

ＫＧ 規格書3-45をカットしたものとし、１切れ

130g程度とする。 

 

３－４４ 鮪ねぎとろ

用 

ＫＧ           １袋500g入り程度冷凍とする。   

３－４５ メルルーサフ

ィーレ 

ＫＧ ３枚下ろし１枚700g程度冷凍とし、骨とカ

マを除く。    

 

３－４６ ほたて貝 ＫＧ       殻を除いたむき身とし、１個35g程度とする。  

３－４７ 

 

まぐろ刺身 

 

ＫＧ 

 

１ きはだマグロ刺身用生鮮とする。    

２ さくにしたもの200g程度で血合いは除く。 

0900納

品 

３－４８ ほっけ開き ＫＧ 無頭背開き１枚300g程度冷凍のものとする。 
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規格番号 品   名 単 位 規           格 備  考 

３－４９ わかさぎ ＫＧ 1尾7～9㎝程度冷凍のものとする。 

 

 

３－５０ 有頭ボイル

海老 

ＫＧ バナメイ海老２１－２５サイズ冷凍とする。 

 

 

３－５１ 

 

たこ 

 

ＫＧ 

 

１ ゆで上げたもので、生食可能なものと

する。 

２ 大きさは中１kg程度冷凍のものとする。 

 

３－５２  鰺フィーレ ＫＧ ３枚下ろし１枚120g程度冷凍のものとする。 

 

 

３－５３ 

 

からすかれ

い味噌漬け 

ＫＧ 

 

１ １枚130g程度冷凍のものとする。 

２ 西京味噌につけたものとする。 

３   魚に対して味噌の割合が40％程度とする。 

 

３－５４ 

 

ノルウェーサ

ーモンフィー

レ 

ＫＧ 

 

３枚下ろし１枚700g程度冷凍無塩とし、骨

とカマを除く。   

 

３－５５ 

 

ノルウェー

サーモン筒

切り 

ＫＧ 

 

ステーキ用130g程度冷凍とし、尻尾とカマ

を除く。 

 

３－５６ 

 

さわら西京

漬け 

ＫＧ 

 

１ 規格書３－２９を西京味噌に漬けたも

のとし、１枚130g程度のものとする。 

２ 魚に対して味噌の割合が40％程度とする。 

 

３－５７ 尾付き伸ば

しえび 

ＫＧ バナメイ海老６Ｌサイズ１匹２６ｇ程度冷

凍のものとする。    

 

３－５８ 紅ずわいが

に 

ＫＧ １袋500g入りむき身冷凍のものとする。  

         

 

３－５９ 

 

 

 

いわし生姜

煮 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ １袋1kg入りとする。 

２ 賞味期限半年以上のものとする。 

３ トレイパック入りとする。 

 

３－６０ 骨なし秋さ

け 

ＫＧ １匹40g程度冷凍のものとする。  

３－６１ 

 

 

骨なし日本

さば 

ＫＧ １匹40g程度冷凍のものとする。 

 

 

３－６２ 

 

ベビーボイ

ルほたて 

ＫＧ １個５g程度冷凍のものとする。 

 

 

３－６３ 

 

ちりめんじ

ゃこ 

ＫＧ １袋200g入り冷凍のものとする。  

     

   

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

           (3)  水産練製品共通規格 

   ア 良質の魚肉を原料とし、肉質は弾力性に富み、風味、光沢共に良好で固有  

の形態をしたもの 

     イ 異物、異味、異臭を認めないもの 

     ウ 澱分の混和は、20%以下とする。 

     エ 添加物の使用は食品衛生法で許可されたものとし、着色は適度なもの 

     オ 完全放熱後、衛生的な容器に入れたものを使用する。  

      カ 賞味期限を明記する。  

 

規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

３－６４ 

 

かまぼこ 

 

ＫＧ 

 

白身魚のすり身を利用したものとし重量はそ

の都度示す。 

 

 

 

３－６５ 

 

 

赤かまぼこ 

 

 

ＫＧ 

 

 

白身魚のすり身を利用したものとし、板無

し450ｇ程度で130枚程度にカットされてい

るものとする。 

 

 

 

３－６６ 竹輪 ＫＧ 白身魚のすり身を利用したものとし、１個 

５５g程度焼竹輪とする。 

 

３－６7 煮込み用竹輪 ＫＧ 白身魚のすり身を利用したものとし、１個 

７０ｇ程度とする。 

 

３－６８ はんぺん ＫＧ 白身魚のすり身を利用したものとし、１個 

６０ｇ程度とする。  

 

３－６９ 鳴戸巻 ＫＧ 白身魚のすり身を利用したものとし、１本 

１３０ｇ程度とする。 

 

３－７０ 

 

 

さつま揚げ 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 白身のすり身を使用し、良質の食用油で

 揚げたものとし１個６０ｇ程度とする。 

２ 野菜の混入は10%以下としたものとする。 

 

 

３－７１ 

 

つみれ 

 

 ＫＧ 

 

鰯のすり身を使用したもので１個10～20g程度

冷凍のものとする。 

 

 

 

 

３－７２

 

牛蒡天

 

ＫＧ

 

白身魚のすり身を牛蒡に巻き良質の食用油

で揚げたもので、１個38g程度とする。 

 

３－７３

 

祝いかまぼこ

 

ＫＧ

 

白身のすり身を使用したものとし、１本 

500g程度とする。 
 

３－７４ 

 

平天 

 

ＫＧ 
白身のすり身を使用したものとし、良質の

油で揚げたもので１個60g程度とする。 
 

３－７５ 

 

 

 

かにかまフ

レーク 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

白身のすり身を使用したものとし、食品衛

生法に基づく合成調味料エキス等によりカ

ニ風味を呈したものとし、冷凍のものとする。 
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(4) 塩干し魚共通規格   

 ア  鮮魚の規格に示したものを加塩貯蔵したもので、塩味適度にて鮮魚に準ず  

   る品質のもの 

   イ 塩蔵品の検量は、塩を除く。 

  ウ 形が完全で大きさが揃っており、内部に異常を認めないもの 

  エ 特有の香りがあり、刺激性の味を認めないもの  

   オ 異味・異臭・変色等のないもの  

   カ 賞味期限を明記する。  

   

規格番号 品  名 単位 規          格 備 考 

３－７６ 

 

花かつお 

 

ＫＧ 

 

かつおを使用し、削りくずのないものとし

、ガス充填気密包装袋入りのものとする。 

 

 

 

３－７７ 花かつおミ

ニパック 

個 1g程度とし、その他は規格書３－７６に準

ずる。 

 

 

３－７８ 味付けくらげ ＫＧ 1袋500g入りとする。  

３－７９ 鰺干物 ＫＧ 大きさは、その都度示す。  

３－８０ 

 

秋刀魚みり

ん干し 

ＫＧ 

 

１ 乾燥十分で胡麻を振ったものとする。 

２ 大きさは、その都度示す。 
 

３－８１ 

 

 

秋刀魚開き 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 一夜干しにしたものとする。 

２ 魚肉に弾力性があること 

３ 脂やけしていないこと 

４ 頭付き90g程度のものとする。 

 

 

３－８２ 塩くらげ ＫＧ くらげを塩漬けにしたもので、こしのある

ものとする。 

 

 

３－８３ 

 

ししゃも 

 

 ＫＧ 

 

１ 子持ちししゃもとする。 

２ 甘塩、半乾燥冷凍のものとする。 

３ １匹20g程度のものとする。 

 

 

３－８４ 

 

白す干し 

 

ＫＧ 

 

型崩れしていないものとする。 

 

 

 

３－８５ 塩鮭 ＫＧ 甘塩で大きさは、その都度示す。  

３－８６ 塩鯖 ＫＧ 

３－８７ 塩鱒 ＫＧ 

３－８８ 

 

たらこ 

 

ＫＧ 

 

１ 無着色とする。 

２ Ｍサイズのものとする。 

 

 

 

 

３－８９ 

 

 

身欠にしん 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 形が整っていて、銀白色で鱗の脱落が

少なく、肉が厚く肉色は茶褐色のものと

する。 

２ 生干品は赤褐色で、光沢があり肉の締

まりが良いものとする。 

３ 大きさは、その都度示す。 
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規格番号 品  名 単 位 規             格  備考 

３－９０ 丸干 ＫＧ １ いわし丸干しとする。 

２ 脂やけしていないものとする。 

３ 大きさはその都度示す。  

 

３－９１ 辛子明太子 ＫＧ 規格書３－８８に準ずる。              

３－９２ 

 

いか塩辛 

 

ＫＧ 

 

１ 塩味適度で新鮮なものとする。 

２ 着色料使用時は食品衛生法で許可され

 た色素とする。 

 

 

３－９３ 

 

煮干し 

 

ＫＧ 

 

乾燥良好なものとする。 

 

 

 

３－９４ 辛子明太子 

(チューブ) 

ＫＧ １ １本500g入り程度とする。 

２ チューブとする。 
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４  獣鳥肉及び同加工品 

(1)  共通規格                          

    ア  固有の色調、弾力性があり、異臭を感じないもの  

   イ  衛生的容器を使用すること  

  (2)  牛肉共通規格 

   ア  肉は、赤褐色で光沢を有し、脂肪は淡黄色であること  

   イ  他の獣肉の混入のないもの  

規格番号 品 名 単 位    規            格 備 考 

４－ １ 

 

牛ステーキ肉 ＫＧ 

 

１ サーロイン、国産交雑牛160g程度のもの 

２ 厚さ１.５ｃｍ以上とし、すじ切りしたもの   

 

 

４－ ２ 牛バラスラ

イス 

ＫＧ バラ肉を２～３㎜程度にスライスしたもの

とし３ｃｍ程度にカットしたもの。 

 

４－ ３ 牛角切り ＫＧ 肩バラ２㎝程度の角切りとする。 

 

 

４－ ４ 牛挽き肉 ＫＧ ４－２を２度挽きしたもの 

 

 

４－ ５ シマ腸 ＫＧ 牛の大腸を3cm程度にカットしたもの 

 

 

４－ ６ 

 

 牛すじ肉 

 

ＫＧ 

 

１ 軟質すじ１口大3cm程度にカットした 

 もの 

２ 肉が適度についてあるもの 

 

 

４－ ７ 

 

焼肉用牛ロ

ース肉 

ＫＧ 

 

厚さ８㎜スライスで５㎝程度にカットした

ものとし、国産交雑牛でサシがあるもの 

 

 

４－ ８ 霜降りハラミ ＫＧ 焼き肉用を厚さ６㎜で５㎝程度にカットし

たもの 

 

４－ ９ 牛カルビ肉 ＫＧ 

 

１ 牛バラ焼き肉用骨無しのもの 

２  厚さ６㎜で５㎝程度にカットしたもの 

 

 

４－１０ 乱れステー

キ 

ＫＧ 牛ロース1枚1kg7mmスライス程度とする。 

 

 

４－１１ いちぼ ＫＧ 国産交雑牛厚さ６㎜で５㎝程度にカットし

たもの 

 

 

４－１２ 牛すじボイ

ル肉 

ＫＧ 規格書４－６をボイルしたもので500g入り

程度のもの 

 

４－１３ オージービー

フステーキ肉 

ＫＧ １ サーロイン160g程度のもの 

２ 厚さ１ｃｍ以上とし、すじ切りしたもの 

 

４－１４ 牛骨 ＫＧ １ １袋10kg入り程度のもの 

２ カットしたもの 
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(3) 豚肉共通規格 

   ア  肉は淡紅色、脂肪は淡白色であること  

             イ  他の獣肉の混入のないもの  

規格番号 品  名 単 位 規          格 備 考 

４－１５ 豚肉（テキ用) ＫＧ 

 

１ 肩ロース、130g程度のもの 

２  厚さ1cm以上とし、ジャパン切りすじ切りしたもの 

 

４－１６ 豚肉（上） ＫＧ 肩ロース2cm程度の角切りとする。  

４－１７ 豚肉（中） ＫＧ バラ肉を２～３㎜程度にスライスしたもの

とし３ｃｍ程度にカットしたもの。 

 

４－１８ 豚角切り ＫＧ バラ肉2cm程度の角切りとする。  

４－１９ 豚挽き肉 ＫＧ ４－１７を２度挽きしたもの  

４－２０ 豚バラブロックク ＫＧ  １個4kg程度のもの  

４－２１ 豚ハム(ﾛｰｽ) ＫＧ 2～3㎜スライス無着色とする。  

４－２２ 

 

厚切りベー

コン 

ＫＧ １枚90g程度無着色とする。  

４－２３ ベーコン ＫＧ 2～3㎜スライス無着色とする。  

４－２４ 

 

 

粗挽きウイ

ンナー 

 

ＫＧ 

 

 

１本２０ｇ程度無着色とする。   

４－２５ 

 

チーズフランク 

ク 

ＫＧ 

 

１本６０g程度無着色とする。  

４－２６ 

 

焼豚 

 

ＫＧ 

 

２～３㎜スライス無着色とする。   

４－２７ 

 

フランクフ

ルト 

ＫＧ 

 

１本60g程度荒挽きオールポーク無着色とす

る。 

 

４－２８ 

 

ラーメン用

チャーシュ

ー 

ＫＧ 

 

1袋500g入り程度丸形ｽﾗｲｽとする。  

４－２９ 豚肉スライ

ス  

ＫＧ 肩ロース生姜焼き用２㎜程度のスライスと

する。 

 

４－３０ 豚骨 ＫＧ １ １袋10kg入り程度のもの 

２    カットしたもの 

 

４－３１  背アブラ ＫＧ ３mm程度のミンチ１袋1kg入り程度のもの 

 

 

４－３２ 焼肉用豚バ

ラ肉 

ＫＧ 厚さ1ｃｍ程度5ｃｍ程度のカットとする。 

 

 

４－３３ たれ漬け焼肉

用豚バラ肉 

ＫＧ １ 厚さ1ｃｍ程度5ｃｍ程度のカットとする。 

２ 醤油ベースの味付けとする。 
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(4) 鶏肉共通規格 

   ア  毛、頭、首、足を除き、血抜きが完全な新鮮なもので、病鶏は除く。   

   イ 食肉用ブロイラーとする。  

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

４－３４ 鶏肉（若） ＫＧ もも肉１枚１８０ｇ程度もも肉の骨を除い

たもの 

 

４－３５ 骨付鶏肉（もも） ＫＧ １本２２０ｇ程度足先、腰骨は除いたもの  

４－３６ 鶏挽き肉 ＫＧ ４－３４を２度挽きしたもの  

４－３７ 鶏ささみ ＫＧ １個６０ｇ程度とする。  

４－３８ 

 

 

下ごしらえ

蒸し鶏 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋500g～１kg入り程度とする。 

２ ほぐしてあるものとする。 

 

４－３９ 

 

 

味付け骨付き 

鶏肉(もも) 

 

ＫＧ 

 

 

１ １本１９０ｇ程度照り焼き味冷凍とす

る。 

２ ＪＡＳ規格合格品程度とする。 

 

４－４０ 鶏骨 ＫＧ １ １袋１０ｋｇ入り程度とする。 

２ カットしたもの 

３ 胴骨とする。 

 

４－４１ カット鶏肉  

（若） 

ＫＧ 規格書４－３４を１個２５ｇ～３０ｇ程度に

カットしたもの 

 

４－４２ 手羽もと ＫＧ １本５０ｇ程度とする。 

 

 

４－４３ 鶏肉（若）大 ＫＧ もも肉１枚２２０ｇ～２４０ｇ程度もも肉

の骨を除いたもの 
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５  卵及び、乳製品    

   共通規格 

(1)  乳等省令を有するものについてはそれぞれ該当する規格に適合すること  

 (2)  賞味期限又は消費期限日を明記する。 

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考    

５－ １ 

 

 

鶏 卵 

 

 

ＫＧ 

  

 

１ 新鮮で１個60g程度Ｍサイズ又は同等

以上のもの 

２ 砂土等で汚れていない粒揃いのもので 

  、鶏卵用ダンボール箱入りとする。 

３ 透視に異常のないもの 

４ 割卵した時の卵黄の盛り上がりの良い 

  もの 

 ５ 集荷日又は、包装日が明記されている 

  こと 

 

 

 

 

 

 

５－ ２ 

 

うずら卵 

 

ＫＧ 

 

１ 新鮮で１個10g程度のもの 

 ２ その他は、５－１に準ずる。 

 

 

 ５－ ３ 

 

卵豆腐 

 

個 

 

１ １個１００ｇスプーン付きとする。 

２ 製造年月日の表示がしてあること 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－ ４ 

 

 

牛乳 

 

 

  本 

 

１ １本200ml入り程度とする。 

２  ビン又は紙パック入り製造後２日以内  

 のもの 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－ ５ 

 

ベビーチーズ 

 

個 

 

１ 4個入り60g程度とする。 

２  カルシウムを強化してあるもの 

 

 

５－ ６ 

 

 

コーヒー牛乳 

 

 

本 

 

 

１ １本200ml入り程度とする。 

２ ビン入り樹脂キャップでリサイクルで

きる物とし、製造後２日以内の乳飲料と

する。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

 

５－ ７ 

 

パックフルーツ

牛乳 

 

個 

 

１ １個200ml入り程度とする。 

２  賞味期限が５０日以上の乳飲料とする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－ ８ 

 

パック牛乳 (大) 本 

 

１ １本1000ml入り程度とする。 

２  製造後２日以内のものとする。 

 

 

５－ ９ 

 

乳酸菌飲料Ａ 

 

個 

 

１ ヤクルト１個65ml入り程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

５－１０ 

 

乳酸菌飲料Ｂ 

 

個 

 

１ ジョア１個125ml入り程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

５－１１ 乳酸菌飲料Ｃ 本 カルピス１本470ml入り程度とする。 
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規格番号 品  名 単  位 規      格  備 考    

５－１２ 

 

 

チーズ 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 風味良好、色調均一及び硬度均質なプ 

 ロセスチーズとする。 

２ 容量及び包装については、その都度示す。 

 

 

 

５－１３ 

 

粉チーズ   個 

 

１ １本80g入り程度とする。 

２  硬質チーズを粉末にしたもの 

 

 

５－１４ サラダチーズ ＫＧ 規格書５－１２に準ずるものとし、８㎜程

度の角切りとする。 

 

５－１５ 

 

アイスクリーム 個 

 

１ 乳脂肪分５％程度のものとし、容量は 

その都度示す。 

２ スプーン付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－１６ 

 

生クリーム 

 

個 

 

１ １個200ml入り程度とする。 

２ 乳脂肪18% 以上とする。 

 

 

５－１７ 

 

プリン 

 

個 

 

１ 容量はその都度示す。 

２    スプーン付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－１８ 

 

ヨーグルト 

 

個 

 

１ スプーン付きとする。 

２ カルシウムを強化したもの 

３ 容量はその都度示す。 

４ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－１９ 

 

プレーンヨー

グルト 

個 

 

１個450g入り程度とする。  

５－２０ 

 

コーヒ－ゼリ－ 個 

 

１ スプーンとミルク付きとする。 

２ 容量はその都度示す。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

５－２１ 

 

プロセスシュ

レッドチーズ 

個 

 

１ １袋１ｋｇ入り程度とする。 

２ 生食とする。 

 

 

５－２２ 

 

レアーチ－ズ 

ケ－キ 

個 

 

１ １個40g程度とする。 

２ スプーン付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

５－２３ 

 

チーズケーキ 

 

個 

 

１ １個60g程度とする。 

２ スプーン付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

５－２４ 

 

Ｃａ強化牛乳 

(180ml) 

  本 

 

１ １本180ml入り程度とする。 

２ 軽量ビン入りとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 
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規格番号 品  名 単   位 規       格  

５－２５ 

 

Ｃａ強化牛

乳(大) 

  本 

 

１ １本720ml入り程度とする。 

２ テトラトップ形態とする。 

 

５－２６ 

 

ペアクリー

ムワッフル 

  個 

 

１ １個28g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

５－２７ パックコー

ヒー牛乳 

個 １ １本200ml入り程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

５－２８ 

 

飲むヨーグ

ルト(大) 

本 

 

１ １本750g入り程度とする。 

２ テトラトップ形態とする。 

 

 

５－２９ 

 

ミックスチ

ーズ 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ とろけるタイプとする。 

 

 

５－３０ 

 

温泉卵 

 

ＫＧ 

 

１  ５－１に準ずる。 

２  Ｍサイズとする。 

 

 

５－３１ 

 

ＬＬ牛乳 

 

個 

 

１ １個200ml入り程度とする。 

２  カルシウムを強化したもの 

 

 

５－３２ 

 

抹茶ワッフル  

 

個 

 

１ １個27g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

５－３３ 

 

パックコー

ヒー牛乳(大) 

本 

 

１ １本1Ｌ入り程度とする。 

２ 紙パックとする。  

 

 

５－３４ 

 

 

飲むヨーグ

ルト 

 

個 

 

１ はっ酵乳とする。 

２ カルシウムを強化したもの 

３ 容量はその都度示す。 

４ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－３５ 

 

棒チーズ 

 

本 

 

１ １本15g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

５－３６ 

 

手焼き錦糸

玉子 

ＫＧ 

 

1袋500ｇ～1kg入り程度冷凍とする。  

 

５－３７ スライスチーズ 個 10枚入りとする。  

５－３８ 

 

 

アロエヨー

グルト 

 

個 

 

１ スプーン付きとする。 

２ 容量はその都度示す。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

 

５－３９ 粉チーズ(大)  ＫＧ １袋500g入り程度とする。  

５－４０ 伊達巻き ＫＧ １本320g程度とする。  

５－４１ 

 

茶碗蒸し 

 

個 

 

１ 1個180g程度スプーン付きとする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 

 

 

５－４２ 低脂肪牛乳 本 １本1L入り程度紙パックとする。  

５－４３ 焼きプリン 個 １ 1個140g程度スプーン付きとする。  

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を

用意するものとする。 
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６  野菜類及び芋類                           

      共通規格 

(1)  新鮮にして病虫害がなく、砂等雑物のないもの  

   (2)  午前中納品とする。 

規格番号 品  名 単 位 規       格 備  考 

６－ １ 

 

 

人参 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 土、茎及びひげ根を除き水洗したもので    

 、皮部に傷がないもの 

２ 割れのないもの 

３ Ｌサイズ以上のもの 

４ 大きさが揃ったもの 

 

 

 

 

 

６－ ２ 千切り人参 ＫＧ 規格書６－１を5㎝程度に細切りしたもの  

６－ ３ 

 

ブロッコリ－ ＫＧ 

 

１ 蕾のしまったもの 

２ 葉は除く。 

 

 

６－ ４ 

 

南瓜 

 

ＫＧ 

 

１ 風味良好なもの 

２ 1個1～2kg程度のもの 

 

 

６－ ５ 小松菜 ＫＧ １ 新鮮にして菜肉が薄く繊維が柔らかいもの 

２ 枯れ葉等なく根部を除き、洗いの後、良

く水きりをしたもの 

 

 

 

 

 

 

６－ ６ 水菜 ＫＧ 

６－ ７ たあ菜 ＫＧ 

６－ ８ しろ菜 ＫＧ 

６－ ９ 広島菜 ＫＧ 

６－１０ からし菜 ＫＧ 

６－１１ 

 

 

春菊 ＫＧ １ 特有の香りを有し、良く肥えて柔らかく

伸び過ぎていないもの 

２ その他規格書６－５に準ずる。 

 

 

 

６－１２ 

 

 

パセリ   ＫＧ 

 

１ 香りが強く、緑色が鮮明で葉先や葉面に

淡褐色のしみのないもの 

２ １束（茎共）200g程度のもの 

３ 茎は、5 ～10㎝以内で小束に結んだもの 

 

 

 

６－１３ 

 

白瓜 

 

ＫＧ 

 

１ 全体が均一の太さで真っ直ぐなもの 

２ 表面に光沢があり重いものとし熟れ過ぎてい 

  ないもの 

３ 300g程度のもの 

 

６－１４ 

 

ピーマン 

 

ＫＧ 

 

１ 濃緑色にして赤色のないもの 

２ １個40g以上のもの 

 

６－１５ 

 

にら 

 

ＫＧ 

 

１ 葉肉厚く特有の香りを有し、艶のあるもの 

２ 柔らかく、伸び過ぎていない若芽とする。 

３ 枯葉、根部を除き水洗いの後、良く水切り 

  したもの 

 

６－１６ 

 

ほうれん草 

 

ＫＧ 

 

１ 葉は、濃緑色で枯葉のないものとする。 

２ 水洗いの後、良く水切りしたもの 

３ 長さの揃っているもの 

 

６－１７ 三つ葉    ＫＧ 特有の香りを有し、茎の柔らかいもの  

６－１８ 

 

青葱 

 

ＫＧ 

 

１ 枯葉なく、良く水切りしたもの 

２ トウのたっていないもの 

 

６－１９ 

 

枝豆 

 

ＫＧ 

 

１ 実入りが良く、緑鮮やかで新鮮な粒揃い  

 のもの 

２ 葉、枝、柄その他不可食部分を除く。 
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規格番号 品  名 単 位 規       格 備 考 

６－２０ うど ＫＧ 若うどで白色部分35㎝以内のもの  

６－２１ 

 

かぶ 

 

ＫＧ 

 

１  茎、葉及びひげ根を除き、水洗いをした 

 もの 

２         直径8cm程度、早生のもの 

 

 

６－２２ 

 

キャベツ 

 

ＫＧ 

 

１ 外皮をはぎ、抱合完全で枯葉のないもの 

２ Ｌサイズとし、根部を除く（中生、晩生

のもの）｡ 

 

 

６－２３ 

 

紫キャベツ 

 

ＫＧ 

 

１ 500g程度のもの 

２ その他は規格書６－２２に準ずる。 

 

 

６－２４ 

 

胡瓜 

 

ＫＧ 

 

１ 濃緑色又は緑色で赤味、黄味を帯びていな 

 いもの 

２ 太過ぎて種子の多いものは除く。 

３ 極端に曲っていないもの 

 

 

 

６－２５ 

 

 

牛蒡 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ ひげ、根、茎等を除き水洗いをしたもの 

 で皮部に傷がないものとする。 

２ われのないもの 

３ 肉質柔らかく「す」の入っていないもの 

４ Ｍ又はＬサイズとする。 

 

 

 

 

 

６－２６ 

 

切り牛蒡 

 

ＫＧ 

 

１ 規格書６－２５の皮を剥き 5～6㎝程度に

細切りにしたもの 

２ 黒ずんでいないもの 

 

６－２７ 

 

さやいんげん 

 

ＫＧ 

 

１ 萎縮していないもの 

２ 両筋とりとする。 

 

６－２８ さやえんどう ＫＧ 規格書６－２７に準ずる。  

６－２９ 

 

 

 

 

大根 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

１ 茎、葉及びひげ根を除き水洗いしたもの 

 で、皮部に傷のないもの 

２ 「す」の入っていないもの 

３ 大きさが揃っているもの 

４ 目立たない程度の湾曲については、全数 

 量の内5%までとする。 

５ １本0.8～1kg程度のもの 

 

６－３０ 

 

竹の子 

 

ＫＧ 

 

１ 下部の固い部分を除いた新鮮なもの 

２ 猛宗１本2kg程度 

 

６－３１ 

 

 

玉葱 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 発芽しないもので根部を除き、腐りのない 

 黄玉葱とする。 

２ １個190～300gのもの 

３ むき玉葱とする。 

 

６－３２ 

 

レッドオニ

オン 

ＫＧ 

 

１ 色の鮮明なもの 

２ その他は、規格書６－３１に準ずる。 

 

６－３３ 

 

冬瓜 

 

ＫＧ 

 

１ 熟れすぎてなく、形揃のもの 

２ 大きさは、2kg程度とする。 

 

６－３４ 

 

 

しし唐辛子 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 萎縮していないもの 

２ 緑色又は、濃緑色で粒の揃ったもの 

３ 高地もので優であること 

４ １個5～8g程度のもの 
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規格番号 品  名  単 位     規    格               備 考     

６－３５ とうもろこし ＫＧ １ 収穫後一週間以内のものとし、実が黒や 

 紫色に変色していないもの 

２ 糖度3%程度のもの 

３ 300g程度のもの 

 

６－３６ 

 

生姜 

 

ＫＧ 

 

１ 良く土を落としたもの 

２ 繊維少なく、辛味も少なく病虫害のない

大粒（Ｍサイズ以上）のもの 

 

 

 

６－３７ 

 

トマト 

 

ＫＧ 

 

１ 完熟度90%程度のもの 

２ 破損品は除く。 

３ Ｍサイズとする。 

 

 

 

６－３８ 

 

ミニトマト 

 

ＫＧ 

 

１ １個15g程度のもの 

２ 破損品は除く。 

 

 

６－３９ 

 

茄子 

 

ＫＧ 

 

１ 長茄子で種子少なく色艶が良く皮柔らか

く滑らかなもの  

２ 皮に擦り傷のないもの 

３ １個60～120g程度のもの 

 

 

 

 

６－４０ 

 

にんにく 

 

ＫＧ 

 

１ 発芽のないもの 

２ 茎を除き、大粒で虫食いのないもの 

 

 

６－４１ 

 

 

白葱 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 白い部分が15㎝以上で柔らかく枯葉病虫 

 害のないもの 

２ 根部を除き水洗い後、良く水切りしたも

ので、トウが立っていないもの 

 

 

 

 

６－４２ 

 

 

白菜 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 結球白菜とする。 

２ 抱合完全で枯葉のないもの 

３ 緑葉少なく根部を除いたもの 

４ 1玉1.5kg以上のもの 

 

 

 

 

６－４３ 

 

カリフラワー 

 

ＫＧ 

 

１ 乳白色であること 

２ 葉は除く。 

３ 蕾の固いもの 

 

 

 

６－４４ 

 

サラダ菜 

 

ＫＧ 

 

１ 柔らかなもの 

２ 葉ずれのないもの 

 

 

６－４５ 

 

ふき 

 

ＫＧ 

 

１ 赤ふきを葉切りにして筋をとりあく抜きをして  

  あるもの 

２ 柔らかなもの 

 

 

６－４６ 

 

もやし 

 

ＫＧ 

 

１ 緑豆を原料とし、長さのそろっている太  

 もやしとする。 

２ 変色のないもの 

 

 

６－４７ 

 

大豆もやし 

 

ＫＧ 

 

１ 大豆を原料としたもので規格書６－４６ 

 に準ずる。 

２  根切りしたもの 

 

６－４８ 

 

蓮根 

 

ＫＧ 

 

１ ひげ根を除き水洗いをしたもの 

２ 柔軟なもの 

３ 表皮肉質に変色のないもので、中1節300g

以上のもの 
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規格番号 品  名 単 位 規       格 備 考     

６－４９ 

 

わらび 

 

ＫＧ 

 

１ 肉質柔らかい色沢の良いもの 

２ あく抜きしたもの 

 

 

６－５０ ぜんまい水煮 ＫＧ 規格書６－４９に準ずる。  

６－５１ 

 

青じその葉 

 

ＫＧ 

 

１ 新鮮で柔らかく香り高いもの 

２ 大きな葉を除き、葉部のみを水洗いし、良 

 く水切りしたもの 

 

 

 

６－５２ 

 

 

木の芽 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 枯葉のないもの 

２ さんしょうの若芽や余分な枝のないもので土 

 を除いた、放射茎を除くもの 

 

 

 

６－５３ 

 

セロリ 

 

ＫＧ 

 

１ 枯葉のないもの 

２ 身のしまった、繊維の柔らかい白色部分の 

 多いもの 

３ １株1kg以上のもの 

 

 

 

６－５４ 

 

しめじ 

 

ＫＧ 

 

１ 粒揃いのもの 

２ ぬめり、かびのないもの 

 

 

６－５５ 

 

えのき茸 

 

ＫＧ 

 

１ 傘の開いていない根の揃った新鮮なもの 

２ ぬめり、かびのないもの 

 

 

６－５６ 冷凍松茸 ＫＧ 傘の開ききっていないものでＭサイズとする。  

６－５７ 生椎茸 ＫＧ 傘の開ききっていないものでＬサイズとする。  

６－５８ 

 

レタス 

 

ＫＧ 

 

損傷がなく葉が柔らかいもの 

 

 

 

６－５９ サニーレタス ＫＧ 規格書６－５８に準ずる。  

６－６０ 

 

グリーンア

スパラガス 

ＫＧ 

 

根そろい良く長さがそろっているものでＭサ

イズとする。 

 

 

６－６１ 

 

むきえんどう 

 

ＫＧ 

 

１ 柔軟なもので実のみとする。 

２ 納入前日又は当日剥いたもの 

 

 

６－６２ 

 

薩摩芋 

 

ＫＧ 

 

１ 発芽等の認められないもの 

２ Ｌ又はＭサイズとする。 

 

 

６－６３ 

 

里芋 

 

ＫＧ 

 

１ 根を除いたもの 

２   白色でＭサイズ以上のもの 

 

 

６－６４ 

 

親芋 

 

ＫＧ 

 

１ 八つ頭、赤芽芋等とする。 

２   規格書６－６３に準ずる。 

 

 

６－６５ 

 

長芋 

 

ＫＧ 

 

土、根を除き折れていないもので粘質に富み

、1本500g以上で直径4㎝以上のもの 

 

６－６６ 

 

馬鈴薯 

 

ＫＧ 

 

１ 土を除いた発芽等の認められないもの 

２ Ｌサイズ以上とする。 

３ 種別はその都度示す。 

 

６－６７ 

 

こんにゃく 

 

ＫＧ 

 

１ 弾力に富み気泡がなく雑物の混入していないもの 

２ １個250g程度のもの 

 

６－６８ 糸こんにゃく ＫＧ 規格書６－６７を5㎜幅に細長く切ったもの  

６－６９ 

 

ラディッシュ 

 

ＫＧ 

 

１ 色が鮮明で形が整っており、葉のみずみず 

 しいもの 

２ 割れ目の入っていないもの 

３ 葉付で1個20g程度のもの 
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  規格番号   品  名    単位       規    格  備 考    

６－７０ 

 

みょうが 

 

ＫＧ 

 

１ 特有の香気があり新鮮なもの 

２ 蕾、良く肥え特有の光沢のあるものとし、Ｌ 

 サイズとする。 

３ 良く水洗いしてあるもの 

 

 

 

６－７１ 大根けん    ＫＧ 規格書６－２９を千切りとしたもの   

６－７２ 

 

おくら 

 

ＫＧ 

 

１ 黒ずみがないもの 

２ 1個15g程度のもの 

 

 

６－７３ かいわれ大根 ＫＧ 葉が緑で黄色くないもの  

６－７４ ゆず ＫＧ １個180g程度のもの（中玉）  

６－７５ 菜の花 ＫＧ 蕾のしまったもの  

６－７６ もみじおろし 個 1瓶80g入り程度とする。  

６－７７ サラダ水菜 ＫＧ 規格書６－５８に準ずる。  

６－７８ 舞茸 ＫＧ 規格書６－５４に準ずる。  

６－７９ ちらし蓮根

水煮 

ＫＧ 1袋１kg入り程度スライスとする。  

６－８０ 赤ピーマン ＫＧ 病虫害なく新鮮なもの  

６－８１ 黄ピーマン ＫＧ 病虫害なく新鮮なもの  

６－８２ 

 

松茸スライ

ス 

袋  １袋500g入り、300枚入り程度とする。 

 

 

 

６－８３ 

 

山菜水煮 

 

ＫＧ 

 

ｼﾞｰｴｽﾌｰﾄﾞ(株)､カモイ食品(株)、ｼﾞｪﾌﾀﾞ(株)

１kg入程度又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 

 

 

６－８４ 乾燥国産ねぎ 袋 1袋２００ｇ入り程度とする。  

６－８５ 

 

フライドガ

ーリック 

袋 

 

１袋２５ｇ入り程度乾燥したもの  

 

６－８６ 

 

とろろ 

 

ＫＧ 

 

規格書６－６５をすり下ろして、冷凍とした

もの500g～1kg入りのもの 

 

６－８７ 

 

きざみオクラ ＫＧ 

 

規格書６－７２を下茹でして輪切りとし、冷

凍としたもの500g入りのもの 

 

６－８８ ゴーヤ ＫＧ 病虫害なく新鮮なもの  

６－８９ 新じゃが ＫＧ ３Ｓサイズとし、その他は規格書６－６６に準

ずる。 

 

６－９０ 新玉葱 ＫＧ 規格書６－３１に準ずる。  

６－９１ 七草セット 袋 1袋100g入り程度のもの  

６－９２ ちらし酢蓮根 ＫＧ 1袋１kg入りスライスとする。  

６－９３ 大和まな ＫＧ 規格書６－５に準ずる。  

６－９４ 半白胡瓜 ＫＧ 規格書６－２４に準ずる。  

６－９５ 丸茄子 ＫＧ 規格書６－３９に準ずる。  

６－９６ 生食用茄子 ＫＧ 規格書６－３９に準ずる。  

６－９７ 大和芋 ＫＧ ２Ｌサイズとする。  

６－９８ かんぴょう ＫＧ １袋500g入り乾燥品とする。  

６－９９ たけのこ水煮 

(ハーフカット) 

ＫＧ 1袋１kg入りハーフカットとする。 

 

 

６－１００ 乾燥パセリ 缶 １缶40g入り程度とする。  

６－１０１ 剥きにんにく ＫＧ 真空パック１袋１kg入り程度とする。  
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７ 果実類 

      共通規格 

   (1) 固有の光沢を有し、形状が良く、粒が揃っていること  

   (2) 未熟果実、過熟果実のないこと  

   (3) 薬害、病虫害、腐れ等を含まないこと     

規格番号 品  名 単 位 規     格 備 考 

７－ １ 

 

すいか 

 

ＫＧ 

 

１ Ｌまたは２Ｌサイズとする。 

２ １個5kg程度のもの 

 

 

７－ ２ 

 

りんご 

 

ＫＧ 

 

１ 種別はその都度示す。 

２ １個250g程度のもの 

 

 

７－ ３ 

 

梨 

 

ＫＧ 

 

１ 種別はその都度示す。 

２ １個300g程度のもの 

 

 

７－ ４ 

 

みかん 

 

ＫＧ 

 

１ 皮が薄く酸味が少ないものとする。 

２ １個120g程度のもの 

 

 

７－ ５ 

 

オレンジ 

 

ＫＧ 

 

１ 皮が薄く酸味が少ないもの 

２ １個300g程度のもの 

 

 

７－ ６ 

 

甘夏 

 

ＫＧ 

 

１ 皮が薄く酸味が少ないもの 

２ １個350g程度のもの 

 

 

７－ ７ 

 

はっさく 

 

ＫＧ 

 

１ 皮が薄く酸味が少ないもの 

２ １個300g程度のもの 

 

 

７－ ８ 

 

伊予柑 

 

ＫＧ 

 

１ 皮が薄く酸味が少ないもの 

２ １個250g程度のもの 

 

 

７－ ９ 

 

グレープフ

ルーツ 

ＫＧ 

 

１ 皮が薄く酸味が少ないもの 

２ １個400g程度のもの 

 

 

７－１０ レモン ＫＧ １個100g程度のもの  

７－１１ 

 

デラウェア 

 

ＫＧ 

 

１ 色は、赤紫色のもの 

２ １房180g程度のもの 

 

 

７－１２ 

 

マスカット 

 

ＫＧ 

 

１ 色は、黄緑色のもの 

２ １房500g程度のもの 

 

 

７－１３ 

 

巨峰 

 

ＫＧ 

 

１ 色は、黒色とする。 

２ １房450g程度のもの 

 

 

７－１４ 

 

マスクメロン 

 

個   

 

１ 球形で、外皮が細かいネットが覆っている 

 もの 

２ 適度の甘味があるもの 

３ 直径18㎝前後で1個2kg程度のもの 

 

 

 

７－１５ プリンスメ

ロン  

ＫＧ １個400g程度のもの  

７－１６ 

 

柿 

 

ＫＧ 

 

１ 渋みのないものとし、種別はその都度示 

 す。 

２ １個200g程度のもの 

 

 

７－１７ 

 

いちご 

 

ＫＧ 

 

１ 採取日より２日以内のもの 

２ １個15g度のもの 

 

 

７－１８ 

 

びわ 

 

ＫＧ 

 

１ 果実は、卵形で表面に細毛があるもの 

２ １個40g程度のもの 

 

 

７－１９ 

 

アメリカン

チェリー 

ＫＧ 

 

１個1Og程度のもの 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

７－２０ 桃 ＫＧ 1個250g程度のもの  

７－２１ すもも ＫＧ １個80ｇ程度のもの  

７－２２ プラム  ＫＧ 規格書７－２１に準ずる。  

７－２３ パイナップル  ＫＧ １個2kg程度のもの  

７－２４ 

 

バナナ 

 

 ＫＧ 

 

１ １本160g程度のもの 

２ 完熟度90%程度のもの 

 

 

７－２５ 

 

キーウィ 

 

 ＫＧ 

 

１ 完熟度90%程度のもの 

２ １個100g程度のもの 

 

 

７－２６ いちじく ＫＧ １個80g程度のもの  

７－２７ 

 

クインシーメ

ロン 

ＫＧ 

 

１個1kg程度のもの 
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８ 漬物類 

     共通規格 

  (1)  固有の色沢を有し、大きさが揃っていること  

  (2)  漬かりが適度で固有の香味を有し、異臭、苦汁、異味異臭等のないこと 

  (3)  歯切れの良くないもの、肉質の著しく劣るもの等の混入がないこと  

  (4)  添加物の使用は食品衛生法で許可されたものとし、着色は適度なもの  

   (5)  異品種、雑物の混入がないこと  

  (6)  原料は、新鮮な市販中級品以上を使用すること  

  (7)  衛生的な容器を使用すること  

  (8)  漬汁、漬粕、漬味噌の量は、重量に入れないこと  

                                

 

 

 

 

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

８－ １ 

 

 

沢庵漬 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 病虫害、「す」の入っていない大根で、塩分、 

  色とも適度なもの 

 

 

 

 

８－ ２ 

 

 

 

 

らっきょう漬 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 薄皮及び根をよく取り除いた白色で粒揃

いのもの 

３ 漬込み期間１ケ月以上で、硬さ適度にし 

 て歯切れの良いもので常温保存のもの 

 

 

 

 

 

 

８－ ３ 

 

 

 

 

 

福神漬 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 材料は連根、切り干し大根、茄子、なた 

 豆、しそ、生姜等５種以上使用のもので無 

 添加無着色、常温保存のもの 

３ 固形物80％汁液20％に出来上がったもの 

 

 

 

 

 

 

 

８－ ４ 

 

 

 

 

しば漬 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 胡瓜、茄子、根生姜、みょうが等をしそ  

 で漬けたもので常温保存とする。 

 

 

 

 

 

８－ ５ 

 

 

 

梅漬 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ １瓶1kg入り程度つぼ型容器入りＭサイ 

 ズとする。 

２ 病虫害、腐敗のない豊熟したもので、１ 

 個10g程度の形の整ったもの  

３ 着色はしその葉を使用し、酸味良好なも

のとし無添加無着色で常温保存のもの 

 

 

８－ ６ 梅干し ＫＧ 規格書８－５を干したもの 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

８－ ７ 

 

 

梅酢沢庵 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 塩漬けした後梅酢に漬けたもので1本500g程 

 度で常温保存のもの 

 

 

 

 

８－ ８ 

 

 

 

紅生姜 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 新生姜を漬けたもので筋内部まで良く浸透 

 したもの 

３ 特有の刺激性を有するものし、色沢鮮明な 

 もので千切りとする。 

 

 

 

 

 

８－ ９ 

 

生姜酢漬 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 皮を剥き、薄切りにした新生姜を甘酢に漬 

 けたもの 

 

 

 

 

８－１０ 

 

つぼ漬け 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。  

２ 薄切りした大根を調味料等で風味よく漬け 

 込んだもの 

 

 

 

 

８－１１ 

 

 

胡瓜糠漬 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ ぬかで24～48時間程度漬け込んだもの 

３ 風味、味付け良好なもの 

 

 

 

 

８－１２ 

 

 

かっぱ漬け 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 胡瓜、生姜を醤油その他の調味料で48時 

 間以上漬け込んだ風味良好で常温保存のもの 

 

 

 

 

８－１３ 

 

 

長なす味付け 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 茄子を塩漬けし、味付けしたものとし常温 

 保存のもの 

 

 

 

 

８－１４ 

 

 

はりはり漬け 

 

  

ＫＧ 

 

  

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２  病虫害「す」の入っていない大根を、醤油、 

  酢で漬けたものとする。 

 

 

８－１５ 

 

 

ゆず大根 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋500～1kg入り程度とする。 

２ 病虫害「す」の入らない大根を、醤油と昆布 

  で漬けたもの 

 

 

 

８－１６ 

 

 

割り干し大根 

   

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 病虫害「す」の入らない大根を、醤油で漬 

 けたもの 
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規格番号 品   名 単 位 規       格 備 考    

８－１７ 

 

 

べったら漬 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ １本250g以上の大根と麹を混ぜ漬け込ん 

  だもの 

 

 

 

 

８－１８ 

 

 

 

大根浅漬 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ １本250g以上の大根と唐辛子を混ぜ２日 

  以上塩漬けにしたもの 

 

 

 

 

８－１９ 

 

 

 

かち割漬 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 乱切りした大根に昆布を加え、塩で漬け

込んだ常温保存のもの 

 

 

 

 

８－２０ 

 

はじかみ 

      

ＫＧ 

 

1袋100g入り程度紅白はじかみとする。  

 

８－２１ 

 

 

 

 

 

桜漬 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

１ 1袋1kg～2kg入り程度とする。 

２ 大根を輪切りにし、しその葉で風味よく

漬け込んだ常温保存のもの 

 

 

 

 

 

 

８－２２ 

 

 

 

 

しその実漬 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

１ 1袋500～1kg入り程度とする。 

２ 材料はしその実、刻み大根を使用し、し 

 その実が10%以上混入しているもの  

３  良質の調味料にて良く漬けたものとし、 

 常温保存のもの 

 

 

 

 

 

 

８－２３ 

 

 

  

  

 

 

白菜漬 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

  

 

 

 

１ 1袋500～1kg入り程度とする。 

２ 完全結球でトウのないものを２～４つ割 

 にしたもの 

３ 枯葉、外葉を含まないもの 

４ 塩味適度にして酸味なく、新鮮な風味と

甘味を有するものとし、汁は30%までのもの 

５         塩漬け後少量の唐辛子を加え本漬にした 

 もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

８－２４ 

 

 

 

高菜漬 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 良質の高菜を適度に塩漬けしたもの 

３ 浸かり過ぎていないものとし、常温保存 

 のもの 

 

 

 

 

 

８－２５ 

 

 

 

野沢菜漬 

 

 

 

ＫＧ 

 

  

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 良質の野沢菜を適度に塩漬けしたもの 

３ 浸かり過ぎていないもの 
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規格番号 品  名 単 位 規       格 備 考 

８－２６ 

 

 

千枚漬 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 大かぶの薄切りと昆布を漬け込んだもの 

３ 酸味適度で人工甘味料を使用しないもの 

 

 

 

８－２７ 

 

 

キャベツ漬 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 病虫害なく枯葉を含まないキャベツを塩漬

けしたもの 

 

 

８－２８ 

 

 

かぶ漬 

 

 

ＫＧ 

   

 

１  1袋1kg入り程度とする。 

１ 葉とかぶの割合が2:3程度のもの 

２ 漬かり良好なもの 

 

 

 

８－２９ 

 

 

 

 

奈良漬 

 

 

  

 

ＫＧ 

 

 

 

 

１  1袋1kg入り程度とする。 

２ 白瓜又は、青瓜を２つ割りで使用し2～3 

回酒粕で漬けかえ酒粕の香味が内部まで良

く浸透したもの 

３ 漬け込み期間３か月以上のもので歯切れの 

 良いもの 

 

８－３０ 刻み奈良漬け ＫＧ １  1袋1kg入り程度とする。 

２  規格書８－２９を刻んだもの 

 

 

 

８－３１ 白菜キムチ 

 

 

ＫＧ 

 

 

１  1袋1kg入り程度とする。 

２ 白菜をにんにく、七味唐辛子等で漬け込 

 んだもの 

 

 

 

８－３２ 

 

 

大根キムチ 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 大根をにんにく、七味唐辛子等で漬け込 

 んだもの 

 

 

 

８－３３ 

 

 

胡瓜キムチ 

  

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 胡瓜をにんにく、七味唐辛子等で漬け込 

 んだもの 

 

 

８－３４ 

 

 

もやしキムチ 

 

 

ＫＧ 

 

 

１  1袋1kg入り程度とする。 

２ 大豆もやしをにんにく、七味唐辛子等で

漬け込んだもの 

 

 

 

 

８－３５ 

 

 

にんにく醤

油漬 

個 

 

 

１ 瓶入り400g入り程度とする。 

２ 粒揃いのにんにくを醤油等で漬け込んだもの 

 

 

 

８－３６ ビビンバ 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２  賞味期限２ヶ月以上とする｡ 

 

 

 

 

８－３７ 

 

味付けザー

サイ 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２  賞味期限２ヶ月以上平切りとする。 

 

 

 

８－３８ ビビンバナ

ムル 

 ＫＧ １ 1袋250g入り程度とする。 

２ もやし、ぜんまい、小松菜、人参、きくら 

 げを使用したもの    
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  ９ 佃煮類 

     共通規格 

   (1)  新鮮で良質の材料を使用し、衛生的に製造したもの  

   (2)  異味異臭、変質なく異物の混入がないこと  

   (3)  市販中級品、風味、味付け共に良好なもの  

   (4)  添加物の使用は食品衛生法で許可されたものとし、着色は適度なもの 

   (5)  良質の調味料を使用し、よく煮詰めたもの  

   (6)  内容量は、その都度示す。  

   (7)  衛生的な容器を使用すること  

規格番号     品          名 単  位 規         格 備 考    

９－ １ 

 

 

塩ふき昆布 

 

 

ＫＧ 

 

 

１  1袋1kg入り程度とする。 

２ 貯蔵のきくもの 

３ 細切りにしたもので人工甘味料は使用し 

 ていないもの 

 

 

 

 

９－ ２ 

 

細切り昆布

の佃煮 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。  

 

９－ ３ 

 

磯じまん 

 

本 

 

磯じまん(株) 1本13g入り程度とする。  

 

９－ ４ 

 

 

 

きゃらぶき 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 一旦塩蔵した野ぶきを塩出しした後、砂 

 糖、醤油等を加え煮詰めたもの 

 

 

 

 

９－ ５ 

 

 

 

小女子佃煮 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 魚体の破損なく大きさの揃ったもの 

３ 固すぎないもの 

 

 

 

 

 ９－  ６ 

 

 

田 作 り     

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 片口イワシを使用する。 
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１０  海藻及び乾物類 

      共通規格                                                               

(1)  乾燥充分にして、かび等を認めないこと  

    (2)  夾雑物、異物等の混入なく、品（粒）揃いで砕け、未熟物のないこと  

    (3)  固有の光沢、風味を有しており、市販品中級程度とする。  

    (4)  病虫害を認めないこと  

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１０－１ 

 

出し昆布 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 北海道産の２等合格品とする。 

 

 

 

１０－２ 

 

 

ひじき 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 長ひじきにて、粉を含まない乾燥したもの 

３ 人口着色料を使用していないもの 

 

 

 

 

１０－３ 

 

 

味付け海苔 

 

 

束 

 

 

１ 1袋5枚入り程度とする。 

２ 色黒く光沢のあるもの 

３ 味付け良好で、変色、変質のないもの 

 

 

 

 

１０－４ 

 

刻み海苔 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋100g入り程度とする。 

２ 焼き海苔を刻んだもの 

 

 

 

１０－５ 

 

糸切り昆布 

 

ＫＧ 

 

1袋100g入り程度とする。  

 

１０－６ 巻き海苔全

型 

袋 １ １袋１０枚入り程度とする。 

２ 20cm四方程度とする 

 

 

１０－７ 

 

青海苔粉 

 

ＫＧ 

 

１ １袋100～200g入り程度とする。 

２  青海苔にして特有の芳香のあるもの 

３ あおさ可とする。 

 

 

 

１０－８ 

 

若布 

 

ＫＧ 

 

１ 乾燥カット若布1袋200g入り程度とする。 

２ もどして湯に溶けるもの及び古いものを 

 除く。 

 

 

 

 

 

１０－９ 

 

 

生若布 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋500～1kg入り程度とする。 

２ 塩漬けとし、塩分 65%～70%のもの 

３ もどして湯に溶けるもの及び古いものを 

 除く。 

 

 

 

 

 

１０－１０ きくらげ 

 

ＫＧ 

 

1袋500～1kg入り程度とする。  

 

１０－１１ 

 

もずく 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋500～1kg入り程度とする。 

２ 細い糸状で黒褐色を呈し、粘滑質で柔軟 

 であること 
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規格番号 品   名 単 位 規      格 備 考 

１０－１２ 

 

 

乾燥錦糸卵 

 

 

ＫＧ 

 

 

１  1袋500g入り程度とする。 

２  乾燥良好で異味異臭のないもの 

３  水又は湯に浸して、元に戻り使用できるものと  

  し、細切り用とする。 

 

 

 

 

１０－１３ 

 

干し椎茸 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g入り又は1kg入り程度とする。 

２ 肉厚で傘の径が5cm程度のもの 

 

 

 

１０－１４ 刻み干し椎茸 ＫＧ  規格書１０－１３を太切りにしたもの  

１０－１５ 

 

切り干し大根 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋500～1kg入り程度とする。 

２ 良質の大根を原料とし、淡黄色のもの 

 

 

１０－１６ 

 

ところ天 

 

個 

 

１ 1個200ｇ入り黒蜜入り又は同等以上のもの 

２ 新鮮で風味良好なもの 

 

 

 

１０－１７ 

 

澱粉 

 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。  

 

１０－１８ 

 

春雨 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度ショートタイプとする。 

２ 北海道産馬鈴薯を原料とし、粉末純白に

して乾燥良好なもの 

 

 

 

１０－１９ 

 

海草ミックス ＫＧ 

 

1袋200g入り程度とする。  

 

１０－２０ 

 

玉子ふりかけ 個 

 

１個100g入り程度とする。  

 

１０－２１ 

 

お茶漬け若布 個 

 

１個52g入り程度とする。  

 

１０－２２ 

 

にんにくご

まふりかけ 

個 

 

１個110g入り程度とする。  

 

１０－２３ 

 

鮭ふりかけ  

 

個 

 

１個100g入り程度とする。  

 

１０－２４ 

 

かつおみりん 

 

個 

 

１個50g入り程度とする。  

 

１０－２５ 

 

のりちりめん 個 

 

１個50g入り程度とする。  

 

１０－２６ 

 

ごま塩ふり

かけ 

個 

 

１個71g入り程度とする。  
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１１ 種実類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考    

１１－１ 

 

 

白胡麻 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1袋500g入り又は1kg入り程度とする。 

２ 乾燥良好で雑物の混入していないもの 

３  変色のないもの 

 

 

 

 

１１－２ 

 

黒胡麻 

 

ＫＧ 

 

１ 着色していないもの 

２ その他は、規格書１１－１に準ずる。 

 

 

１１－３ 白すり胡麻    ＫＧ     規格書１１－１をすりつぶし粉末にしたもの

で、200g入りとする。 

 

１１－４ 

 

ピ－ナツ和

えの素 

ＫＧ 

 

1袋500g入り程度とする。  

 

１１－５ 

 

 

栗 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ 1個20g程度とする。 

２ 新鮮で完熟し、色沢良好なもの 

３ 病虫害及び腐れのないもの 

 

 

 

 

１１－６ 剥き栗    ＫＧ 規格書１１－５の鬼皮、渋皮を除いたもの  

１１－７ 

 

くるみハーフ 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g入り程度とする。 

２ むきくるみ渋皮無し 

３ 乾燥良好なもの 

 

 

 

 

１１－８ 

 

アーモンド

スライス 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g入り程度とする。 

２ 乾燥良好なもの 

 

 

 

１１－９ 

 

砕きピーナツ 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g入り程度とする。 

２ 乾燥良好なもの 
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１２ 調味料 

      共通規格 

   (1)  原材料、内容量、製造者名が標示されていること   

   (2)  雑物の混入無く特有の香味を有するものとし、内容量はその都度示す。  

   (3)  ＪＡＳ規格を有するものについては、それぞれ該当する規格に適合すること  

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－１ 砂糖（上白） ＫＧ 1袋1kg入り程度とする。  

１２－２ 砂糖（三温） ＫＧ 

１２－３ 砂糖（中双） ＫＧ 

１２－４ グラニュー糖 ＫＧ 

１２－５ 氷砂糖 ＫＧ 

１２－６ 

 

醤油 

 

個 

 

１ １個18L入りポリ容器とする。 

２ 濃口醤油とする。 

３ 賞味期限１年以上とする。 

 

 

１２－７ 

 

淡口醤油 

 

本 

 

１個1.8L入りポリ容器とする。 

 

 

 

 

１２－８ 

 

卓上醤油 

 

本 

 

１ １本150ml入り程度とする。 

２ 蓋と差し口が兼用になっているもの  

   

 

 

１２－９ 卓上減塩醤油 本 規格書１２－８に準ずる。 

 

 

１２－１０ 

 

ウスターソース 本 

 

１本1.8L入り程度ポリ容器とする。 

 

 

 

 

１２－１１ 

 

卓上ソース 

 

本 

 

１ 規格書１２－１０を160ml程度のポリ容器

に詰めたもの 

２ 蓋と差し口が兼用になっているもの 

 

 

１２－１２ トンカツソース 本 

 

１本300ml入り程度をポリ容器に詰めたもの  

１２－１３ 

 

焼き肉のたれ 本 

 

１本1150g入り程度とする。  

 

１２－１４ 

 

食塩 

 

ＫＧ 

 

1袋5kg入り程度塩化ナトリウム99%以上のもの

  

 

 

１２－１５ 

 

味塩 

 

本 

 

１瓶110g入り程度とする。  

 

１２－１６ 

 

 

マヨネーズ 

 

 

ＫＧ 

 

 

１  １本 1kg入り程度チューブ入りとする。 

２ 賞味期限が3か月以上のもの 

 

 

 

 

 

１２－１７ 

 

 

卓上マヨネ

ーズ 

 

本 

 

 

１ １本450g入り程度チューブ入りとする。 

２ 賞味期限が3か月以上のもの 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－１８ 

 

 

パックマヨ

ネｰズ  

 

個 

 

 

１ １袋10g入り程度とする。 

２ 賞味期限が3か月以上のもの 

 

 

 

 

 

１２－１９ 

 

 

タルタルソ

－ス 

 

 

ＫＧ 

 

 

１  １袋１kg入り程度チューブ入りとする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

 

１２－２０ 

 

 

フレンチド

レッシング 

 

本 

 

 

１ １本150ml入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

 

１２－２１ 

 

 

ﾊﾟｯｸｱｲﾗﾝﾄﾞﾄ

ﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 

個 

 

 

１ １袋15ml入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

 

１２－２２ 

 

 

青しそドレ

ッシング 

 

本 

 

 

１ １本300ml入り程度とする。 

２ 賞味期限が3か月以上としﾉﾝｵｲﾙとする。  

 

 

 

 

 

１２－２３ 

 

 

アイランド

ドレッシン

グ 

本 

 

 

１   １本380ml入り程度ポリ容器とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの   

 

     

 

 

 

１２－２４ 

 

トマトケチ

ャップＡ 

缶 

 

１号缶とする。  

 

１２－２５ 

 

卓上トマト

ケチャップ 

本 

 

１本500g入り程度ﾁｭｰﾌﾞ入りとする。  

 

１２－２６ 

 

食酢 

 

本 

 

１ １本1.8L入り程度とする。 

２ ポリ容器天然醸造酢とする。 

 

 

１２－２７ 

 

味ポン酢 

 

本 

 

１本150ml入り程度瓶入りとする。   

 

１２－２８ 

 

チキンピラ

フの素 

個 １ １袋1kg入り程度とする。  

２ 炊き込み用とする。 

 

 

１２－２９ 

 

 

味醂風調味

料 

 

 

本 

 

 

１ １本1.8L入り程度ポリ容器とする。    

２ 酒税法上の酒類でないもの。 

 

 

 

１２－３０ 

 

 

だしの素 

 

 

本 

 

１ １本1.8L入りポリ容器とする。 

２ 良質の鰹節、昆布を使用し調整したもの 

 

 

 

１２－３１ 

 

たまり醤油 

 

本 

 

１本300ml程度瓶入りとする。   

 

１２－３２ 

 

 

白味噌 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ １個500g入り程度とする。  

２ 京都白味噌・甘味噌・米味噌とする 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－３３ 

 

 

相白味噌 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ １袋10kg入り程度とする。  

２ 色相の分類で信州味噌とする。 

 

 

 

 

 

１２－３４ 

 

 

赤だし味噌 

 

 

ＫＧ 

 

 

１ １袋500g入り程度とする。  

２ 熟成十分にして赤褐色のもの 

 

 

 

 

 

１２－３５ 

 

粉末だしの素 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度アルミパック入りとする。 

 

 

 

 

１２－３６ 

 

複合調味料 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度アルミパック入りとする。 

 

  

 

 

１２－３７ 

 

グルタミン酸 

 

本 

 

１瓶75g入り程度ビン入りワンタッチとする。 

 

  

 

 

１２－３８ 

 

コンソメの素 

 

ＫＧ 

 

１袋500g～1kg入り程度とする。  

 

１２－３９ 

 

ポタージュ

スープの素 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。 

 

 

 

 

１２－４０ 

 

ホワイトソ

－スの素 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。 

 

 

 

 

１２－４１ 

 

中華スープ

の素 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。 

 

 

 

 

１２－４２ 

 

カレー粉 

 

袋 １袋0.3kg入り程度ｼﾞｯﾊﾟｰ袋とする。  

 

１２－４３ 

 

カレーの素 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

 

１２－４４ ハヤシの素 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度フレークとする。   

 

１２－４５ 

 

冷やし中華

の素 

 

 

本 

 

 

１本1.8L入り程度ポリ容器又は紙パックとする。  

 

 

１２－４６ 

 

チャツネ 

 

個 

 

１個450g入り程度プラスチック容器とする。 

 

       

 

 

１２－４７ 

 

 

胡椒 

 

 

袋 

 

 

１ １袋0.3kg入り程度ｼﾞｯﾊﾟｰ袋とする。 

２ 微粉末の白胡椒とする。  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－４８ 卓上胡椒 

 

個 

 

１ 規格書１２－４７を原料とする。 

 ２ １瓶20g程度ビン入りのもの 

 

 

 

 

１２－４９ 

 

洋辛子粉 

 

袋 １袋0.3kg入り程度ｼﾞｯﾊﾟｰ袋とする。  

 

 

 

 

１２－５０ 

 

唐辛子粉 

 

袋 １ １袋0.3kg入り程度ｼﾞｯﾊﾟｰ袋とする。 

２ １味とする。 

 

  

１２－５１ 

 

七味唐辛子 

 

本 

 

１瓶17g入り程度ビン入りのもの         

 

１２－５２ わさび粉 袋 １袋0.3kg入り程度ｼﾞｯﾊﾟｰ袋とする。   

１２－５３ 

 

粉 山 椒 

 

本 

 

１瓶12g～15g入り程度ビン入りのもの 

 

 

 

 

１２－５４ 

 

ラー油 

 

本 

 

１瓶16～31mg入り程度ビン入りのもの  

 

１２－５５ 

 

おろし生姜 

 

本 

 

1本290g入り程度とする。  

 

１２－５６ おろしにん

にく 

本 1本290g入り程度とする。  

１２－５７ 

 

麻婆豆腐の素 

 

ＫＧ 

 

１袋１kg入り程度レトルトパウチとする。  

 

１２－５８ 

 

味天上 

 

袋 

 

１袋450g入り程度レトルトパウチとする。  

 

１２－５９ 

 

 

食油 

 

 

個 

 

 

１ １缶16.5kg入り程度とする。 

２ 大豆又は菜種の白絞油とする。   

 

 

 

１２－６０ 

 

 

サラダ油 

 

 

本 

 

 

１ １本1500ｇ入り程度とする。 

２ 大豆又は菜種の白絞油とする。 

 

 

 

１２－６１ 

 

胡麻油 

 

本 

 

１本340～400g入り程度とする。 

 

 

 

 

１２－６２ 

 

マーガリン 

 

個 

 

１個225g入り程度とする。 

 

 

 

 

１２－６３ バター 個 １個225g入り程度とする。 

 

 

 

１２－６４ 

 

味噌ラーメ

ンの素 

袋 

 

１個2kg入りレトルトパウチとする。  

 

１２－６５ 

 

醤油ラーメ

ンの素 

袋 

 

１個2kg入りレトルトパウチとする。  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－６６ 焼きそばの

たれ 

本 

 

１本1.8kg程度ポリ容器入りとする。  

 

１２－６７ パックマーガ

リン 

個 

 

１袋10g入り程度とする。  

 

１２－６８ 

 

ステ－キソ

－ス 

本 

 

１本1130g入り程度とする。 

 

 

 

 

１２－６９ チリソース 

 

缶 

 

1号缶とする。 

 

 

 

 

１２－７０ 棒々鶏ソース 本 １本1.2kg入り程度とする。 

 

 

 

１２－７１ 

 

シーズニング 

 

ＫＧ 

 

１本500g入り程度ﾏｽﾀｰﾄﾞと唐辛子入りとする。  

 

１２－７２ 山賊焼きの

たれ 

本 

 

１本2kg入り程度とする。  

 

１２－７３ 濃厚味噌と

んこつの素 

本 

 

１本1100g入り程度味噌味とする。  

 

１２－７４ 竜田揚げの素 ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

 

１２－７５ ごまだれド

レッシング(

大) 

本 

 

１本1.8L入り程度とする。  

 

１２－７６ 

 

柔らか焼き

肉のたれ 

本 

 

１本2.1L入り程度漬け込み用とする。 

 

 

 

 

１２－７７ 

 

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ香味

和風 

本 

 

１  １本1L入り程度とする。 

２ 賞味期限が3か月以上としﾉﾝｵｲﾙとする。 

 

 

 

 

１２－７８ 

 

 

青しそﾄﾞﾚｯｼ

ﾝｸﾞ（大） 

 

本 

 

 

１ １本1L入り程度ﾉﾝｵｲﾙとする。 

２ 賞味期限が3か月以上としﾉﾝｵｲﾙとする。  

 

 

 

１２－７９ 

 

天丼のたれ 

 

本 

 

１本2kg入り程度ポリ容器とする。 

 

 

 

 

１２－８０ 

 

チャンポン

の素 

袋 

 

１袋900g入り程度レトルトパウチとする。 

 

 

 

 

１２－８１ 

 

白だし 

 

本 

 

１本1.8L入り紙ﾊﾟｯｸとする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－８２ 

 

こくだしつ

け麺スープ

の素 

袋 

 

１本 2kg入り程度ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｳﾁ魚介豚骨とする。  

 

１２－８３ 

 

和風唐揚げ

漬込用たれ 

本 

 

１本1.8kg入り程度和風醤油味とする。  

 

１２－８４ 

 

マヨたれ ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。   

１２－８５ 

 

チゲスープ

の素 

本 

 

１本1270g入り程度とする。  

 

１２－８６ 

 

 

イタリアン

ドレッシング 

 

本 

 

 

１ １本1L入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

 

１２－８７ 

 

 

ﾊﾟｯｸ胡麻ﾄﾞﾚ

ｯｼﾝｸﾞ 

 

個 

 

 

１ １袋10ml入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

 

 

１２－８８ 

 

手羽先甘辛

揚げのたれ 

本 

 

１本1L入り程度とする。  

 

１２－８９ 

 

梅肉 

 

本 

 

１本300g入り程度とする。  

 

１２－９０ 

 

豆板醤 

 

個 

 

１本130g入り程度とする。  

１２－９１ 

 

ラード 

 

本 

 

１本150g入り程度ﾁｭｰﾌﾞ入りとする。        

 

１２－９２ 

 

塩胡椒 

 

袋 

 

１袋0.3kg入り程度ｼﾞｯﾊﾟｰ袋とする。 

 

 

 

 

１２－９３ 

 

沖縄そばだ

し 

本 

 

１本1.8L入り程度とする｡  

 

 

１２－９４ 

 

パプリカパ

ウダー 

本 １瓶15g入り程度とする。  

 

１２－９５ 

 

タンドリー

チキンオイル 

個 

 

１個700g入り程度とする。  

 

１２－９６ 

 

チャーハン

の素 

個 

 

１袋1kg入り炊き込み用とする。  

 

１２－９７ 

 

料理酒 

 

本 

 

１ １本1.8L入り程度とする。 

２ 酒税法上の酒類でないもの。 

 

 

 

１２－９８ 

 

豚バラ蒲焼き

たれ 

本 

 

１本2kg入り程度とする。  

 

１２－９９ 

 

フォンドヴ

ォ－カレー 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度ﾌﾚｰｸとする。  

 

 



- 44 - 

 

 

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－１００ 

 

 

和風ゆずし

ょうゆﾄﾞﾚｯｼ

ﾝｸﾞ 

本 

 

 

１ 1本1L入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

１２－１０１ 

 

 

ﾊﾟｯｸﾉﾝｵｲﾙ青

しそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 

 

個 

 

 

１ １袋10ml入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

１２－１０２ 

 

 

パックハー

フマヨネー

ズ 

個 

 

 

１ １袋10g入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

  

１２－１０３ 

 

チンジャオ

ロースの素 

本 

 

１本1L入り程度とする。  

 

１２－１０４ 

 

粒マスタード 

 

個 

 

１個80g入り程度とする。  

１２－１０５ 

 

ポタージュ

エースコーン 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

 

１２－１０６ 

 

クリームシ

チューの素 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

 

１２－１０７ 

 

スープスト

ック 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

 

１２－１０８ 

 

豚骨醤油ラ

ーメンの素 

個 

 

１袋1kg入り程度レトルトパウチとする。  

１２－１０９ 

 

ギョーザのたれ 本 

 

１本150ml入り程度瓶入りとする。  

 

１２－１１０ 

 

牛丼のたれ 

 

本 

 

１本2kg入り程度とする。  

 

１２－１１１ 

 

デミグラス

ソース 

ＫＧ 

 

１袋３kg入り程度とする。  

 

１２－１１２ 

 

四川風ﾁﾘｿｰｽ 

の素 

本 

 

１本1L入り程度とする。  

 

１２－１１３ 

 

キムチの素 

 

本 

 

１本190g入り程度とする。  

 

１２－１１４ 

 

鶏がらスープ 個 

 

１個500g入り程度顆粒とする。 

 

 

 

 

１２－１１５ 

 

寿司酢  

 

本 

 

１本1.8L入り程度ポリ容器とする。 

 

 

 

 

１２－１１６ 

 

タバスコ 

 

本 

 

１本60ml入り程度とする。  

 

１２－１１７ 

 

ミートソー

ス缶 

缶 

 

1号缶とする。  

 

１２－１１８ 

 

豚味噌 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－１１９ 

 

油淋鶏ソース 本 

 

１本2kg入り程度とする。  

 

１２－１２０ 

 

ちらし寿司

の素 

個 

 

１ １袋1.15kg入り程度とする。 

２ 混ぜ込み用とする。 

 

 

１２－１２１ 

 

トマト煮込

みソース 

本 

 

１本2kg入り程度とする。  

 

１２－１２２ ひじき御飯

の素 

個 １ １袋1kg入り程度とする。 

２ 炊き込み用とする。 

 

１２－１２３ 

 

焼き肉のた

れ塩たれ 

本 

 

１本1.8kg入り程度とする。  

 

１２－１２４ 

 

ふかひれス

ープの素 

袋 

 

１袋１kg入り程度ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｳﾁとする。 

 

 

 

１２－１２５ 

 

クッキング

ワイン（赤） 

本 

 

１ １本1.8L入り赤ﾜｲﾝとする。 

２ 酒税法上の酒類でないもの 

 

 

 

 

１２－１２６ 

 

 

うなぎのたれ 

 

 

本 

 

 

１本1.8L入り程度とする。  

 

 

１２－１２７ 

 

 

梅ドレッシ

ング 

 

本 

 

 

１ １本1L入り程度とする。 

２ 賞味期限が3ケ月以上のもの 

 

 

 

 

 

１２－１２８ 

 

つゆの素 

 

本 

 

１ １本1.8L入り程度とする。 

２ ポリ容器濃縮ﾀｲﾌﾟとする。  

 

 

１２－１２９ 

 

四日市トン

テキソース 

本 

 

１本1.8L入り程度とする。  

 

１２－１３０ 

 

コチジャン 

 

個 

 

１個1kg入り程度とする。  

 

１２－１３１ 

 

カレーホッ

ト 

本 

 

１本270ml入り程度とする。  

 

１２－１３２ 

 

ビビンバの

たれ 

本 

 

１本1L入り程度とする。  

 

１２－１３３ 

 

松茸御飯の素 

 

個 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 炊き込み用とする。 

 

 

１２－１３４ 

 

カレーホッ

ト(小) 

個 

 

１個2.7g入り程度とする。  

 

１２－１３５ 

 

クッキングワ

イン（白）  

本 

 

１ １本1.8L入り白ﾜｲﾝとする。 

２ 酒税法上の酒類でないもの 

 

 

 

 

１２－１３６ 

 

オリーブ油 

 

本 

 

１本900ml入り程度瓶入りとする。  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－１３７ 

 

たかの爪 

 

個 

 

１個6g入り程度輪切りとする。      

 

１２－１３８ 

 

サルサソース 

 

個 

 

１個1kg入り程度とする。  

 

１２－１３９ 

 

カレーピラフ

の素   

個 １ １袋1kg入り程度とする。 

２ レトルトパウチとする。 

３ 炊き込み用とする。 

 

 

１２－１４０ 

 

はちみつ 

 

本 

 

１本1kg入り程度とする。  

１２－１４１ 

 

ごま豆乳ス

ープの素 

本 

 

１本1150g入り程度とする。 

 

 

 

 

１２－１４２ 

 

焼肉みそだれ 

 

本 

 

１本1180g入り程度ﾎﾟﾘ容器とする。  

 

 

 

 

１２－１４３ 

 

カレーレト

ルト 

 

個 

 

１個3kg入り程度とする。   

 

１２－１４４ 

 

四川担々麺の

たれ 

 

個 

 

１個1kg入り程度レトルトパウチとする。   

 

 

１２－１４５ 

 

香味焙煎ハ

ッシュドビ

ーフフレーク 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。   

 

 

１２－１４６ 

 

回肉鍋の素 

 

本 

 

１本1L入り程度とする。   

 

１２－１４７ 

 

塩ラーメン

の素 

袋 

 

１袋1kg入り程度レトルトパウチとする。   

 

１２－１４８ 

 

テンメンジ

ャン 

個 

 

１袋1kg入り程度とする。  

 

 １２－１４９ 

 

中華ごまド

レッシング  

本 

 

１本1L入り程度とする。  

 

 

 

 

 １２－１５０ 

 

ハニーマス

タードソース 

本 

 

１本1L入り程度とする。   

 

 

 

 

 １２－１５１ 

  

トンカツソ

ース    (大) 

本 

 

１本1L入り程度とする。   

 

 

 

 

１２－１５２ 

 

味噌だれ 

 

本 

  

１本1L入り程度とする。    

 

１２－１５３ 

 

 

魚介塩味ラ

ーメンの素 

 

本 

 

 

１ １本1L入り程度とする。 

２  冷製スープにできるもの 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１２－１５４ 

 

一味唐辛子 

 

本 

 

１瓶17g入り程度とする。  

１２－１５５ 

 

オイスター

ソース 

本 １本600ml入り程度とする。  

１２－１５６ 卓上醤油

(300ml) 

本 １本300g入り程度プラスチック容器とする。  

１２－１５７ 梅昆布茶 個 １個60g入り程度とする。 

 

 

１２－１５８ 酒粕 ＫＧ １袋500g入り程度とする｡  

 

１２－１５９ スープカレ

ーの素 

個 １袋750ｇ入り程度とする。 

 

 

 

１２－１６０ チリパウダー 本 １瓶17g入り程度とする。  

 

１２－１６１ バーベキュ

ーソース 

本 １本600g入り程度テキサススタイルとする。  

 

 

１２－１６２ ナンプラー 本 １本70ml入り程度とする｡  

 

１２－１６３ 塩麹 本 １本900g入り程度とする｡ 

 

 

 

１２－１６４ 醤油(特製) 本 １ １本1.8L入りポリ容器とする。 

２ 地産地消の観点から奈良県で製造された 

 もの 

 

 

 

１２－１６５ ラー油(大) 本 １本900ml入り程度とする。  

1 2 - 1 6 6 サーロインステー

キオイルソース 

袋 １袋700g入り程度とする。 

 

 

1 2 - 1 6 7 ガーリックチ

ーズ焼オイル 

袋 １袋700g入り程度とする。 

 

 

1 2 - 1 6 8 香味焼オイ

ル山椒風味 

袋 １袋700g入り程度とする。 

 

 

1 2 - 1 6 9 

 

 

海鮮ねぎ塩

焼オイル 

袋 １袋700g入り程度とする。  

1 2 - 1 7 0 トンテキオ

イル 

袋 １袋700g入り程度とする。 

 

 

1 2 - 1 7 1 

 

とんこつラ

ーメンスー

プの素 

袋 １袋1kg入り程度レトルトパウチとする。  

1 2 - 1 7 2 

 

醤油ラーメ

ンの素 

袋 

 

１袋1kg入り程度レトルトパウチとする。  

1 2 - 1 7 3 味噌ラーメ

ンの素 

袋 １袋1kg入り程度レトルトパウチとする。 
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規格番号 品 名 単 位 規         格 備 考 

1 2 - 1 7 4 エスカベー

シュのたれ 

本 1本1.8L入り程度とする。  

1 2 - 1 7 5 

 

ガーリック

パウダー 

缶 １缶400g入り程度とする。  

1 2 - 1 7 6 

 

黒酢 本 1本1L入り程度ペットボトルとする。  

1 2 - 1 7 7 

 

バルサミコ

酢 

本 1本500ml入り程度瓶入りとする。   

1 2 - 1 7 8 

 

チョレギ風ド

レッシング 

本 1本720g入り程度ペットボトルとする。   

1 2 - 1 7 9 

 

シーザーサ

ラダドレッ

シング 

本 1本1L入り程度ペットボトルとする。   

1 2 - 1 8 0 

 

ターメリック 本 １本14g入り程度瓶入りとする。  

1 2 - 1 8 1 

 

バジルパウ

ダー 

本 １本4g入り程度瓶入りとする。  

 

 

1 2 - 1 8 2 

 

レモンペッパ

ー焼きオイル 

袋 １袋700g入り程度とする。 

 

 

1 2 - 1 8 3 

 

ムニエルオ

イル 

袋 １袋700g入り程度とする。 

 

 

1 2 - 1 8 4 香草ミック

ス 

ＫＧ １袋１kg入り程度とする。 

 

 

1 2 - 1 8 5 

 

シャリアピ

ンステーキ

オイル 

袋 １袋700g入り程度とする。 
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１３ 缶詰及びビン詰類                                                        

      共通規格 

  (1)  原料は、新鮮なものを使用すること 

   (2)  内容、固形物は固有の色沢、香味をもち、形態、肉質とも良好で異物の混入や

      腐敗を認めないこと 

   (3)  固有の味付けがなされ、食味良好なもの  

   (4)  添加物の使用は食品衛生法で許可されたものとし、着色は適度なもの  

   (5)  缶体のブリキは、ＪＩＳ規格に定められた品質のもので内面塗装缶であること  

   (6)  外観及び形状は巻締完全、傷、錆、汚染及び変形を認めないこと 

   (7)  缶及び製品には品名、内容量、製造業者名及び製造年月日が明記されているこ  

      と   

   (8)  製品は、原則として製造後１年以内のもので保証期間は、納入後１年以上とす  

      る。 

   (9) 梱包はダンボール詰めとする。  

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１３－１ 

 

黄桃缶 

  

缶 

 

1号缶2つ割30～40個入り程度とする。 

 

 

 

 

１３－２ 

 

パイン缶 

 

 

缶 

 

 

3号缶スライスとする。  

 

 

１３－３ 

 

ミックスド

フル－ツ 

缶 

 

1号缶全糖とする。  

 

１３－４ 

 

焼き鳥缶 

 

缶 

 

T2K缶とする。  

 

１３－５ 

 

杏仁フル－

ツ(大) 

缶 

 

1号缶とする。 

 

 

 

１３－６ 

 

チェリー缶 

 

缶 

 

4号缶軸付きとする。 

 

 

１３－７ 

 

たけのこ缶 

(１号缶) 

缶 

 

１号缶とする。 

 

 

 

１３－８ 

 

 

マッシュルー

ム缶 

缶 

 

1号缶スライス又はピーセスとする。 

 

  

 

１３－９ 

 

なめこ缶 

 

缶 

 

1号缶Ｍサイズつぼみとする。 

 

 

 

１３－１０ さんま蒲焼 

(大) 

缶 

 

１ T2K缶とする。 

２ 40枚入り程度とする。 

 

 

 

１３－１１ たけのこ缶 

(大) 

缶 

 

1缶11ｋｇホ－ル水煮缶とする。  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１３－１２ コーン缶 

 

缶 

 

1号缶水煮とする。 

 

              

 

１３－１３ 小倉あん 

 

缶 

 

１号缶小豆100％を原料とした粒あんとする。 

 

 

 

１３－１４ トマトホー

ル缶 

缶 

 

1号缶とする。   

１３－１５ 

 

なめ茸 

 

 

個 

 

 

１ １瓶440g程度瓶入りとする。 

２ 2～3㎝に切った榎茸を味付けしたもの 

 

 

 

１３－１６ 味付けメンマ 缶 

 

1号缶とする。  

１３－１７ うずら卵缶 

 

缶 

 

１ １号缶とする。 

２ 180～200個入り程度とする。 

 

１３－１８ 

 

鶏 卵 水 煮      

 

 

缶 

 

 

１ １号缶とする。 

２ 40～50個入りの程度とする。 

 

１３－１９ 

 

まぐろ油漬 

 

 

缶 

 

 

１ Ｔ２Ｋ缶ライトとする。   

２  チャンク又はフレークとする。 

 

１３－２０ 大豆水煮 

 

缶 

 

1号缶とする。 

 

 

 

１３－２１ クリームコー

ン缶 

缶 

 

1号缶とする。 

 

 

 

１３－２２ 

 

栗水煮缶 

 

 

缶 

 

 

1号缶Ｍサイズ、ホ－ルとする。  

１３－２３ さば味噌煮缶 

 

缶 

 

１ Ｔ２Ｋ缶とする。 

２ 20個入り程度とする。 

 

 

１３－２４ サルサソー

ス 

缶 1号缶とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

 

１４ し好品 

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１４－１ 

 

 

パインジュ

ース 

 

 

本 

 

 

１ 1L入り程度果汁100％とする。 

２ 賞味期限は3ヶ月以上のもの  

 

 

１４－２ 

 

赤まむし 

 

本 

 

１本100ml入り程度ビン入りとする。  

 

１４－３ 

 

濃縮麦茶 

 

本 

 

１本1L入り紙パックとする。  

 

１４－４ 

 

野菜ジュース 

 

缶 

 

１缶190g入り程度とする。 

 

 

 

１４－５ 

 

トマトジュ

ース 

 

缶 

 

１缶190g入り程度果汁100％とする。  

 

１４－６ パインジュ

－ス 

缶 １缶190g入り程度果汁100％とする。  

 

 

 

 

 

 

１４－７ オレンジジュ

－ス 

缶 

１４－８ 

 

グレ－プフ

ル－ツジュ

－ス 

缶 

 

１４－９ アップルジュ

－ス 

缶 

１４－１０ 缶コーヒー 缶 １缶190g入り程度とする。  

 

 

１４－１１ ウーロン茶 缶 

１４－１２ 

 

パックオレン

ジジュ－ス 

本 

 

１ １本1L入り程度果汁100％とする。 

２ 賞味期限は3ヶ月以上のもの 

 

 

１４－１３ 

 

パックアッ

プルジュ－ス 

本 

 

１４－１４ 

 

パックフル

－ツジュ－ス 

本 

 

１４－１５ 

 

パックグレ

－プフル－ツ

ジュ－ス 

本 

 

１４－１６ 

 

 

ほうじ茶 

 

 

個 

 

 

１ １個2g程度パック入りとする。 

２ 緑茶をほうじたもの 

 

 

 

 

１４－１７ 

 

 

玄米茶 

 

 

個 

 

 

１ 2g程度パック入りとする。 

２ 緑茶と程よく煎った玄米茶をブレンドし 

 たもの 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１４－１８ 

 

 

麦茶 

 

 

個 

 

 

１ １個10ｇ程度パック入りとする。 

２ 大麦を程よく煎ったもの 

 

 

１４－１９ 

 

 

せん茶 

 

 

個 

 

 

１ １個2g程度パック入りとする。 

２ 香りが芳じゅんであること。 

 

 

１４－２０ 

 

スポーツ栄

養飲料Ａ 

本 

 

ヴァーム１本500ml入り程度ペットボトルとする。 

 

 

 

１４－２１ 

 

栄養補助飲料 

 

本 

 

リポビタンＤ１本100ml入り程度瓶入りとする。 

 

 

１４－２２ 

 

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｭ

ｰｽ 

本 

 

１本50mg入り程度瓶入りブルーベリ100%とす

る。 

 

 

 

１４－２３ 

 

炭酸飲料Ａ 

 

本 

 

オロナミンＣ１本120ml入り程度瓶入りとする。  

 

１４－２４ 

 

 

清涼飲料水Ａ 

 

 

個 

 

 

１ ウィダーインゼリー１個180ｇ入り程度チアパ

ックとする。 

２ 味についてはその都度示す。 

 

 

 

 

１４－２５ 

 

 

清涼飲料水Ｂ 

 

 

個 

 

 

１ アミノバイタル１個180ｇ入り程度チアパック

とする。 

２ 味についてはその都度示す。 

 

 

 

 

 

１４－２６ 

 

粉末清涼飲料 

 

個 

 

ポカリスエット１個74g入り程度とする。 

 

 

 

 

１４－２７ 

 

炭酸飲料Ｂ 

 

本 

 

Ｃ1000ビタミンレモン１本140ml入り程度瓶入りと

する。 

 

 

 

 

１４－２８ 

  

食物繊維飲料 

 

本 

 

ファイブミニ１本100ml入り程度瓶入りとする。 

 

 

 

 

１４－２９ 

 

緑茶 

 

缶 

 

１缶190g入り程度とする。 

 

 

 

１４－３０ 

 

 

ス ポ ー ツ 栄

養飲料Ｂ  

 

本 

 

 

アミノバイタル１本500ml入り程度ペットボト

ルとする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１４－３１ 

 

 

ス ポ ー ツ 栄

養飲料Ｃ 

 

本 

 

 

ポカリスエット500ml入り程度ペットボトルと

する。 

 

 

 

１４－３２ 

 

 

 

カ ル シ ウ ム

入 り 果 汁 飲

料 

 

 

個 

 

 

 

１  カルシウムパーラ１個200ml入り程度紙パ

ックとする。 

２ 常温可能なものとし、賞味期限が3か月以 

 上のもの 

 

 

 

 

１４－３３ 

 

 

 

ビタミン入り

果汁ミックス

ジュース 

 

個 

 

 

 

１ ビタミンパーラ１個200ml入り程度紙パッ

クとする。 

２ 常温可能なものとし、賞味期限が3か月以  

 上のもの 

 

 

 

 

１４－３４ 

 

アセロラドリ

ンク 

 

個 

 

１ １個200ml入り程度紙パックとする。 

２ 常温可能なものとし、賞味期限が3か月以  

 上のもの 

 

 

 

１４－３５ 

 

 

ビタミン野菜 

 

 

個 

 

 

１ １個 200ml 入り程度紙パックとする。 

２ ビタミン１２種以上入りのもの 

３ 常温可能なものとし、賞味期限が 3 か月以上 

 のもの 

 

 

 

１４－３６ 

 

フルーツミ

ックスジュ

ース 

缶 

 

１缶190g入り程度とする。 

 

 

 

１４－３７ ハチミツレ

モン 

 

缶 １缶185g入り程度とする。  

１４－３８ 大和茶 袋 １袋300g入り程度とする。 

 

 

1 4 - 3 9

  

ミネラルウ

ォーター 

本 １ １本540ml入り程度とする。 

２ ペットボトル入りとする。 

 

1 4 - 4 0  コーラ 本 １ １本280ml入り程度とする。 

２ ペットボトル入りとする。 

 

 

1 4 - 4 1  いちごオ・レ 個 １個200ml入り程度紙パックとする。  

 

 

 

1 4 - 4 2  バナナオ・レ 個 １個200ml入り程度紙パックとする。  

 

 

 

1 4 - 4 3  甘酒 個 １ １本720ml入り程度とする。 

２ 酒税法上の酒類でないもの。 
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１５ 冷凍加工食品 

     共通規格 

  (1)  調理、加工した食品を急速冷凍させ、完全包装したもの  

  (2)  業者による貯蔵及び輸送時の温度は、－１８℃以下に保持したもの 

  (3)  日本冷凍食品協会の規格に基づくものであること  

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－ １ 

 

チキンナゲット ＫＧ 

 

1Kg入り程度とする。 

 

 

 

１５－ ２ 

 

鯵フライ 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

１５－ ３ 

 

白身魚フライ 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

１５－ ４ 

 

マグロステ

ーキカツ 

ＫＧ 

 

1個100g程度とする。 

 

 

 

１５－ ５ 

 

里芋 

 

ＫＧ 

 

1袋500g入り程度Ｍサイズとする。  

１５－ ６ 

 

フレンチポ

テト 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。  

１５－ ７ 

 

三度豆 

 

ＫＧ 

 

1袋500g入り程度とする。  

１５－ ８ 

 

きぬさや 

          

ＫＧ 

 

1袋500g入り程度とする。  

１５－ ９ 

 

カットほうれ

ん草 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。  

１５－１０ 

 

グリンピース 

 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

１５－１１ 

 

コーン 

 

ＫＧ 

 

1袋500g～1kg入り程度とする。 

 

 

 

１５－１２ 

 

ミックスベ

ジタブル 

ＫＧ 

 

1袋500g～1kg入り程度とする。 

 

 

 

１５－１３ 

 

海老天ぷら 

 

ＫＧ 

 

1個40g程度とする。 

 

 

 

１５－１４ 

 

いか天ぷら 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

１５－１５ 

 

つけめん用冷

凍ラーメン 

ＫＧ 

 

1玉100g程度とする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－１６ 

 

えびフライ 

 

ＫＧ 

 

1個32g程度とする。 

 

 

 

１５－１７ 

 

いわしフライ 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

１５－１８ 

 

肉団子 

 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。 

 

  

 

１５－１９ 

 

ショコラ 

          

個 

 

１ 1個75g程度とする。 

２ スプーン付きとする。 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－２０ 

 

いかフライ 

            

ＫＧ 

 

１個50g程度とする。 

 

 

 

１５－２１ 

 

春巻 

 

ＫＧ 

 

1個35g程度とする。  

１５－２２ 

 

ほたてフライ 

 

ＫＧ 

 

1個20g程度とする。 

 

  

 

１５－２３ 

 

いかリング

フライ 

ＫＧ 

 

１個19g程度とする。 

 

 

 

１５－２４ 

 

スイートポテト            ＫＧ 

 

１個41～45g程度とする。 

 

 

 

１５－２５ 

 

牛肉コロッケ 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

１５－２６ 

 

カレーコロッケ ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

 

１５－２７ 

 

メンチカツ 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

 

１５－２８ 

 

きす天ぷら 

 

ＫＧ 

 

1個20g程度とする。  

１５－２９ 

 

カキフライ 

 

ＫＧ 

 

1個20～25g程度とする。 

 

 

 

１５－３０ 

 

おはぎ 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－３１ 

 

オムレツ 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

   

 

１５－３２ 

 

冷凍グリ－

ンアスパラ

ガス 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

２ カットしたものとする。 

 

 

 

１５－３３ 

 

にんにくの芽 ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。  

１５－３４ 

 

カットコーン 

 

ＫＧ 

 

長さ3cm程度にカットしたもの   

１５－３５ 

 

 

シーフード

ミックス 

 

ＫＧ 

 

 

１  1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

２       いか、むきえび、あさり等が入っている     

 もの 

 

 

 

１５－３６ 海老シュー

マイ 

ＫＧ 1個18g程度とする。  

１５－３７ ポークシュ

ーマイ 

ＫＧ 

１５－３８ 

 

リンゴと桃

のケーキ    

個 

 

１ 1個75g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－３９ 

 

リンゴのキャ

ラメルケーキ  

個 

 

１ 1個80g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－４０ 

 

ボイルタコレ

ッグ 

ＫＧ 

 

1袋1ｋg入り程度とする。 

 

 

１５－４１ 

 

コーンコロ

ッケ 

 

ＫＧ 

  

1個60g程度とする。  

 

１５－４２ 

 

クリームコロ

ッケ 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

１５－４３ 

 

ロースカツ 

 

ＫＧ 

 

１ 1個120g程度とする。 

２ 1枚肉を使ったもの 

 

 

１５－４４ 

 

かぼちゃ 

 

ＫＧ 

 

1袋500～1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

１５－４５ 

 

わかさぎ天

ぷら 

ＫＧ 

 

1個15g程度とする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－４６ 

 

ギョーザ 

 

ＫＧ 

 

１個17g程度とする。 

 

 

 

１５－４７ 

 

冷凍炒め玉葱 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋1kg入り程度とする。 

２ 固形物60%にしたもの 

 

 

１５－４８ 

 

冷凍ブロッ

コリー 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。  

 

 

 

１５－４９ 

 

冷凍カリフ

ラワー 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

１５－５０ 

 

ハンバーグ 

 

ＫＧ 

 

1個120g程度とする。  

１５－５１ 

 

味付けミニ

ハンバーグ 

ＫＧ 

 

1個30g程度とする。  

１５－５２ 

 

野菜かき揚

げ天ぷら 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。  

１５－５３ 

 

シャトー人参 

 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

１５－５４ 

 

カット厚焼

き卵 

ＫＧ 

 

１ １本500g程度とする。 

２ 1/20にカットされたもの 

 

 

１５－５５ 

 

いちごとブル

ーベリーのケ

ーキ  

個 

 

１ 1個75g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－５６ 

 

チ－ズオム

レツ 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

 

 

 

１５－５７ 

 

冷凍チンゲ

ン菜       

 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

 

１５－５８ 

 

中華ミックス 

 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

 

 

１５－５９ 

 

ティラミス 

 

個 

 

１ 1個45g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－６０ 

 

きのこミッ

クス 

ＫＧ 

 

1袋500g入り程度とする。      

１５－６１ 

 

マイルドス

テーキ 

 

ＫＧ 

 

1個50g程度  とする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－６２ 

 

白玉もち 

 

ＫＧ 

 

1個10g程度とする。 

 

  

 

１５－６３ 

 

たれ付きミ

ートボール 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。 

 

  

 

１５－６４ 

 

冷凍うどん 

 

ＫＧ 

 

1玉250g程度とする。 

 

 

 

１５－６５ 

 

冷凍中華めん 

 

ＫＧ 

 

1玉200g程度とする。 

 

 

 

１５－６６ 

 

冷凍日本そば 

 

ＫＧ 

 

1玉200g程度とする。 

 

 

１５－６７ 

 

スパゲティ

ナポリタン 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g～1kg入り程度とする。 

２ 具入りとする。 

 

 

１５－６８ 

 

喜多方風ラ

ーメン 

ＫＧ 

 

1玉200g程度とする。 

 

 

１５－６９ 

 

ワンタン 

 

ＫＧ 

 

1個8g程度とする。 

 

 

１５－７０ 

 

さつまいも天

ぷら 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。 

     

 

１５－７１ 

 

ヒレカツ 

 

ＫＧ 

 

１ 1個40g程度とする。 

２ 1枚肉とする。 

       

 

 

１５－７２ かに玉 

 

ＫＧ 

 

１ 1個85～90g程度とする。 

２ たれ付きとする。 

  

 

 

１５－７３ 

 

えびチリソー

ス煮 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１５－７４ 

 

さわら西京

漬(小) 

ＫＧ 

 

1個20g程度とする。  

１５－７５ 

 

えび天ぷら 

 

ＫＧ 

 

1個50g程度とする。  

１５－７６ 

 

牛すじ肉の味

噌煮 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。  

１５－７７ 

 

つくね串 

 

ＫＧ 

 

１ 1個30g程度とする。 

２ 2個串程度たれ付き 

 

１５－７８ 

 

チーズイン

豆ちくわ 

ＫＧ 

 

１ 1個12g程度とする。 

２ 500g入り程度とする。 

 

１５－７９ 

 

マヨタマソ

ーセージカツ 

ＫＧ 

 

1個80g程度とする。  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－８０ 

 

ロースカツ(

小) 

ＫＧ 

 

１ 1個60g程度とする。 

２ １枚肉とする。 

 

１５－８１ 

 

カットモロ

ヘイヤ 

ＫＧ 1袋500g入り程度冷凍とする。  

１５－８２ 

 

スクランブ

ルエッグ 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。  

１５－８３ 

 

肉じゃが 

 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。  

１５－８４ 

 

フルーツ杏仁 個 

 

１ 1個40g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－８５ 

 

さば味噌煮 

 

ＫＧ 

 

１個50g程度とする。  

１５－８６ 

 

焼きうどん 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入りとする。 

２ 具入りとする。 

 

１５－８７ 

 

ナチュラル

カットポテ

ト 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１５－８８ 

 

海老ボール 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１５－８９ 

 

若鶏八幡巻き ＫＧ 

 

1本150g程度とする。  

 

１５－９０ 

 

スープ用肉団子 ＫＧ 

 

1個6g程度とする。  

 

１５－９１ 

 

ハムカツ ＫＧ 

 

1個40g程度とする。  

１５－９２ 

 

焼きプリン

タルト 

個 

 

１ 1個30g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－９３ 

 

蓮根と挽肉

の照焼 

ＫＧ 

 

1個30g程度とする。  

１５－９４ 

 

うずら卵フライ ＫＧ 

 

１ 1個45g程度とする。 

２ 3個刺し  

 

 

１５－９５ 

 

赤飯 

 

ＫＧ 

 

1袋1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

１５－９６ 

 

ジャーマン

ポテト 

ＫＧ 

 

1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

１５－９７ 

 

味付け鶏そ

ぼろ 

ＫＧ 

 

1袋1ｋg入り程度とする。 

 

 

 

 



- 60 - 

 

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－９８ 

 

角切りポテ

トサラダ 

ＫＧ 

 

1袋1ｋg入り程度とする。  

１５－９９ 

 

マンゴープリン 個 

 

１ 1個40g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－１００ 

 

白身天ぷら 

 

ＫＧ 

 

1個50～60g程度とする。 

 

 

１５－１０１ 

 

三元豚のね

ぎ塩豚カルビ 

ＫＧ 

 

1袋400g程度とする。 

 

 

１５－１０２ 

 

かぼちゃ天ぷら ＫＧ 

 

1個35g程度とする。  

１５－１０３ 

 

冷凍枝豆 

 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g～1ｋg入り程度とする。 

２ 皮を剥いた物 

 

１５－１０４ 

 

裏ごし冷凍

コーン 

ＫＧ 

 

1袋1ｋg入り程度とする。  

１５－１０５ 

 

牛すじ串 ＫＧ １ 1本20g程度とする。 

２ ボイルしたものとする。 

 

１５－１０６ 

 

ゴマ団子 

 

ＫＧ 

 

1個30g程度とする。  

１５－１０７ 

 

ポテトカッ

プグラタン 

ＫＧ 

 

1個50g程度とする。  

 

１５－１０８ 

 

えびグラタ

ンフライ 

ＫＧ 

 

1個70g程度とする。  

 

１５－１０９ 

 

焼きそば 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入りとする。 

２ 具入りとする。 

 

 

１５－１１０ 

 

中華丼の具 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１５－１１１ 

 

いかげそ唐揚げ ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１５－１１２ 

 

牛丼の具 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１５－１１３ 

 

鶏団子 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。 

 

 

１５－１１４ 

 

凍結卵黄 ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ プレーンタイプとする。 

 

 

１５－１１５ 

 

凍結卵白(Ｈ

Ｖ) 

ＫＧ １袋500g入り程度とする  

１５－１１６ 

 

レモンカス

タードタルト 

個 

 

１ 1個40g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－１１７ 

 

ハムチーズピ

カタ 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。  

１５－１１８ 

 

豚角煮 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ ３ｃｍ程度にカットしたものとする。 

 

１５－１１９ 

 

揚げ出し豆腐 ＫＧ 

 

１ １個60ｇ程度とする。 

２ プリフライとする。 

 

１５－１２０ 

 

ウェーブラー

メン 

ＫＧ 

 

１ １玉200ｇ入り程度とする。 

２ 細麵タイプとする。 

 

１５－１２１ 

 

チーズババロ

アシューク

リーム 

個 

 

１ 1個40g程度とする。  

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－１２２ 

 

あぶらかす ＫＧ 

 

１袋500g入り1個50g程度とする。  

１５－１２３ 

 

蓮根挟み揚げ ＫＧ 

 

1個30g程度とする。  

１５－１２４ 

 

にら焼きま

んじゅう 

ＫＧ 

 

1個30g程度とする。  

１５－１２５ 

 

有頭エビフ

ライ 

ＫＧ 

 

1匹50～55g程度とする。  

１５－１２６ 

 

豆腐ハンバ

ーグ 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。  

 

１５－１２７ 

 

金平ちぎり

揚げ 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

 

１５－１２８ 

 

骨無し銀鮭塩

焼き 

ＫＧ 

 

1個30g程度とする。  

１５－１２９ 

 

骨無し鯖塩

焼き 

ＫＧ 

 

1個50g程度とする。  

１５－１３０ 

 

かぼちゃプ

リン 

 

個 

 

１ 1個45g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

 

１５－１３１ 

 

味付け網焼牛

カルビ 

ＫＧ 1袋1kg入り程度とする。 

 

 

 

１５－１３２ 

 

ショコラモ

ンブラン 

個 

 

１ 1個85g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

 

１５－１３３ 

 

チョコレー

トムース 

個 

 

１ 1個45g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－１３４ 

 

裏ごしたらこ ＫＧ 

 

１ １袋500g程度とする。 

２ チューブ入りとする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１５－１３５ 

 

冷凍菜の花 

 

ＫＧ 

 

１ １袋500g入り程度とする。 

２ カットされているもの 

 

 

１５－１３６ 

 

おつまみチ

ャーシュー 

ＫＧ 

 

１ 1袋500g入り程度とする。 

２ スライスとする。 

 

 

１５－１３７ 

 

ラズベリー

チーズケー

キ 

   個 

 

１ 1個45g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－１３８ 

 

フルーツクレ

ープ 

   個 

 

１ 1個40g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－１３９ 

 

シューフル

ーツ 

 

   個 

 

１ 1個40g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－１４０ 

 

リンゴゼリー    個 

 

１ 1個50g程度とする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

１５－１４１ 

 

冷凍桜もち 

 

ＫＧ 

 

1個60g程度とする。  

１５－１４２ 

 

中華ちまき 

 

ＫＧ 

 

1個40g程度とする。  

１５－１４３ 

 

フライドチ

キン 

ＫＧ 

 

1個80g程度とする。  

１５－１４４ 

 

ふっくらチー

ズハンバーグ 

ＫＧ 

 

１ 1個120g程度とする。 

２ 1袋１０個入り 

 

 

１５－１４５ 

 

チルドポテト

乱切り 

ＫＧ 

 

1袋1kg入り程度とする。  

 

１５－１４６ ほうとう ＫＧ １玉240g程度とする。 

 

 

１５－１４７ ミルフィーユ

カツ 

 

ＫＧ 

 

１ １個120g程度とする。 

２  紫蘇チーズ味とする 

 

１５－１４８ 厚 切 り ハ ム

カツ 

 

ＫＧ 

 

１個105g程度とする。  

１５－１４９ 

 

三 色 ハ ム マ

ヨ ロ ー ル カ

ツ 

ＫＧ 

 

１個70g程度とする。  

１５－１５０ 

 

ミニチキン (

甘酢たれ) 

ＫＧ 

 

１個20g程度とする。 
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

1 5 - 1 5 1 

 

菱 形 三 角 ゼ

リー 

  個 

 

１ １個60g程度セルクルタイプとする。 

２ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

1 5 - 1 5 2 ムースショ

コラ 

 

 個 

 

 

１ １個 31g 程度とする。 

２ スプーン付き  

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

1 5 - 1 5 3 麻婆豆腐 ＫＧ 1 袋 1kg 入り程度とする。  

1 5 - 1 5 4 目玉焼風ま

るオムレツ 

ＫＧ 

 

１個 35g 程度とする。 

 

 

1 5 - 1 5 5 手打ち風う

どん 

ＫＧ 

 

１ 1 玉 250g 程度とする。 

２ 細麺タイプ 

 

1 5 - 1 5 6 鶏ごぼう焼き  ＫＧ １個 25g 程度とする。  

1 5 - 1 5 7 チーズはん

ぺんフライ 

ＫＧ 

 

１個 65g 程度とする。  

1 5 - 1 5 8 かぼちゃと

豆腐の落と

し揚げ 

ＫＧ 

 

１個 30g 程度とする。  

1 5 - 1 5 9 レンコンとご

ぼうの甘辛煮 

ＫＧ 1袋1kg入り程度とする。  

1 5 - 1 6 0 

 

焼きラーメ

ン(とんこつ) 

ＫＧ 1袋1kg入り程度とする。  

 

1 5 - 1 6 1 ビッグメンチ

カツ 

ＫＧ 1個120g程度とする。 

 

 

1 5 - 1 6 2 

 

極太ラーメン 

 

ＫＧ 

 

１ １玉100g程度とする。 

２ 全粒粉入り 

 

1 5 - 1 6 3 チャンポン麺 ＫＧ １玉200g程度とする。  

1 5 - 1 6 4 黒ごまプリン 個 １ 1個40g程度とする。  

２ スプーン付き 

３ Caを強化したものとする。  

４ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

1 5 - 1 6 5 

 

切り牛蒡(冷

凍) 

ＫＧ 1袋500g入り程度とする。  

1 5 - 1 6 6 鶏レバー煮込み ＫＧ 1袋500g入り程度とする。  

1 5 - 1 6 7 

 

調理焼きビー

フン 

ＫＧ 1袋500g入り程度とする。 

 

 

1 5 - 1 6 8  リンゴのキャ

ラメルケーキ 

個 １ １個80g程度とする。 

２ スプーン付き 

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

1 5 - 1 6 9  麻辣豚焼肉

の具 

袋 １袋470g程度とする。  

1 5 - 1 7 0  エビステーキ

カツ 

ＫＧ １個120g程度とする。  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

1 5 - 1 7 1 牛すじ串 ＫＧ 

  

１本20g程度ボイルしたもの。  

 

 

1 5 - 1 7 2 キャラメルパ

ンナコッタ 

 個 

 

 

１ １個 40g 程度とする。 

２ スプーン付き  

３ 納品日毎保存食分と検食用(計５個)を用

意するものとする。 

 

1 5 - 1 7 3 揚げ茄子乱

切り 

ＫＧ 1 袋 500g 入りとする。  

1 5 - 1 7 4 煮物野菜ミ

ックス 

ＫＧ 

 

１袋 500g 入りとする。 

 

 

1 5 - 1 7 5 カレー用野

菜ミックス 

ＫＧ 

 

１袋 500g 入りとする。 

 

 

1 5 - 1 7 6 いかすり身串 ＫＧ １ １本 70g 程度とする。 

２ 紅生姜入りとする。 

 

1 5 - 1 7 7 ハンバーガー

ハンバーグ 

ＫＧ 

 

１個 50g 程度とする。  
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１６ その他の加工食品 

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１６－ １ 

 

栄養調整食

品Ａ 

  個 

 

１ ｶﾛﾘｰﾒｲﾄ2本入り40g入り程度とする。 

２ 味はその都度示す。 

 

１６－ ２ 

 

栄養機能食品 

 

  個 

 

１ ﾊﾞﾗﾝｽﾊﾟﾜｰ4本入り40g入り程度とする。 

２ 味はその都度示す。 

 

１６－ ３ 

 

 

カレーセット 

 

  個 

 

 

１ 白飯300g入り程度ｶﾚｰ200g入り程度とする。 

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き  

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－ ４ 

 

 

牛丼セット 

 

 

  個 

 

 

１ 白飯300g入り程度牛丼200g入り程度とする。 

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き  

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－ ５ 

 

 

中華丼セット 

 

  個 

 

 

１ 白飯300g入り程度中華丼160g入り程度と

する。 

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－ ６ 

 

 

親子丼セット 

 

  個 

 

 

１ 白飯300g入り程度親子丼180g入り程度と

する。 

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－ ７ 

 

 

ﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌｾ

ｯﾄ 

 

  個 

 

 

１ 白飯300g入り程度ﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ200g入り程度

とする。 

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－ ８ 

 

栄養調整食

品Ｂ 

 

  個 

 

１ ｸﾘｰﾑ玄米ﾌﾞﾗﾝ72g入程度とする。 

２ 味はその都度示す。 

 

１６－ ９ 

 

マカロニサ

ラダ 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

1 6 - 1 0 天 津 飯 丼 セ

ット 

個 １ 白飯320g入り程度天津飯丼200g入り程度

とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

 

１６－１１ 

 

バームクー

ヘン 

  個 

 

１個 80g程度とする。   

 

１６－１２ 

 

ゴボウサラダ 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１６－１３ 

 

ごま蓮根 

 

ＫＧ 

 

１ １袋１kg入り程度とする。 

２ 賞味期限3ヶ月以上とする。 

 

１６－１４ 

 

 

すき焼き丼

セット 

 

個 

 

 

１ 白飯300g入り程度すき焼き200g入り程度

とする。 

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

 

１６－１５ 

 

筑前煮 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｯｸとする。 

 

 



- 66 - 

 

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１６－１６ 

 

金平ごぼう 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 賞味期限3ヶ月以上とする。 

 

 

１６－１７ 

 

切干し大根

の煮物 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 賞味期限3ヶ月以上とする。 

 

１６－１８ 

 

ひじきの煮物 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 賞味期限3ヶ月以上とする。 

 

 

１６－１９ 

 

ドライミッ

クスコーンＳ 

袋 

 

１袋560g入り程度とする 

 

 

 

１６－２０ 

 

デザートベ

ース  

 

袋 １ １袋1kg入り程度とする。 

２  ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｯｸとし、牛乳で作れるものとする。 

３  味はその都度示す。 

 

１６－２１ 

 

大豆バー 

 

個 

 

１ ソイジョイ1個30g程度とする。 

２ 味はその都度示す。 

 

１６－２２ 

 

 

スタミナ丼

セット 

 

 

個 

 

 

１ 白飯320g入り程度スタミナ丼180g入り程度

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き  

 

 

１６－２３ 

 

 

ふっくら卵のオ

ムレツカレーセ

ット 

個 

 

 

 

１ 白飯320g入り程度ふっくら卵のオムレツ

カレー250g入り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－２４ 

 

チョコワッ

フル 

個 

 

1個48g程度とする。  

１６－２５ 

 

白かゆ 

 

個 

 

１ 1個250g入り程度とする。 

２ ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｳﾁとする。 

 

 

 

１６－２６ 

 

 

煮込みハン

バーグセット 

 

個 

 

 

１ 白飯300g入り程度煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ160g入り

程度とする。 

２ 耐熱ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｯｸｽﾌﾟｰﾝ付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－２７ 

 

桜でんぶ 

 

袋 

 

1袋240g入り程度とする。  

1 6 - 2 8  サイコロステー

キカレーセット 

個 

 

 

１ 白飯320g入り程度ステーキカレー230g入

り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－２９ 

 

ベルギーワ

ッフル 

個 

 

1個48g程度とする。  

１６－３０ 

 

グレープゼ

リー 

個 

 

１ １個110g程度とする。 

２ スプーン付き  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１６－３１ 

 

カフェラテ 

 

個 

 

１ １個240ml入り程度とする。 

２ 乳飲料とする。 

 

１６－３２ 

 

わらびもち 

 

ＫＧ 

 

１ １袋1kg入り程度とする。 

２ 黄な粉100g付き 

 

 

１６－３３ 

 

スパゲティ

サラダ 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１６－３４ 

 

ミルクワッ

フル 

個 

 

１個80g程度とする。 

 

  

 

１６－３５ 

 

春雨サラダ 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。 

 

 

 

１６－３６ 

 

味付け棒だら   ＫＧ 

 

１袋500g入り程度とする。  

１６－３７ 

 

味付け数の子   ＫＧ 

 

１袋500g入り程度とする。 

 

 

１６－３８ 

 

たたきごぼう   ＫＧ 

 

１袋500g入り程度とする。  

１６－３９ 栗きんとん   ＫＧ １袋500g入り程度とする。  

１６－４０ 

 

 

パック白飯 個 

 

 

１ 白飯320g入り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックとする 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

 

１６－４1 

 

 

豚角煮丼セッ

ト 

個 

 

 

１ 白飯320g入り程度豚角煮丼180g入り程度

とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

１６－４２ 

 

玉子サラダ 

 

ＫＧ 

 

１袋1kg入り程度とする。  

１６－４３ 

 

 

栄 養 調 整 食

品Ｃ 

 

 

本 

 

 

１ ウィダーｉｎバープロテイン1個36g程度

とする。 

２ 味はその都度示す。 

 

１６－４４ 

 

 

栄 養 調 整 食

品Ｄ 

 

 

個 

 

 

１ 一本満足バー1個40g程度とする。 

２ 味はその都度示す。 

 

１６－４５ 

 

カ ッ プ 味 噌

汁Ａ 

 

個 

 

豚汁１個82g程度とする。  

１６－４６ 

 

カ ッ プ 味 噌

汁Ｂ 

 

個 

 

１５種類の野菜１個50g程度とする。  
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規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

1 6 - 4 7 カ ッ プ 味 噌

汁Ｃ 

個 

 

かに汁１個73g程度とする。  

1 6 - 4 8 カ ッ プ ス ー

プＡ 

個 

 

かぼちゃポタージュ１個34g程度とする。  

1 6 - 4 9 カ ッ プ ス ー

プＢ 

個 

 

春雨スープ19g程度とする。  

1 6 - 5 0 

 

カ ッ プ ス ー

プＣ 

個 

 

トマトのスープパスタ42g程度とする。  

1 6 - 5 1 栄 養 調 整 食

品Ｅ 

個 １ スローバｰ41g程度とする。 

２ 味はその都度示す。 

 

1 6 - 5 2 ナッツと魚 袋 １袋8g入り程度とする。 

 

 

1 6 - 5 3 牛乳用調味料 袋 １ １袋8g入り程度とする。 

２ 顆粒コーヒー味  

 

 

1 6 - 5 4 炊き込みご飯

セット 

個 １ 炊き込みご飯300g入り程度牛しぐれ煮100g入

り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱フォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

４ 別添ナイフ付きとする。 

 

 

1 6 - 5 5 鮭わかめご飯

セット 

個 １ 鮭わかめご飯300g入り程度豚角煮100g入

り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱フォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

４ 別添ナイフ付きとする。 

 

 

1 6 - 5 6 とり飯セット 個 １ とり飯300g入り程度鶏肉100g入り程度と

する。 

２ レトルトパウチ耐熱フォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

４ 別添ナイフ付きとする。 

 

1 6 - 5 7 

 

 

特選厚切り牛

丼セット 

個 

 

 

１ 白飯320g入り程度特選厚切り牛丼 200g入

り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

 

1 6 - 5 8 特選厚切り豚ロ

ース丼セット 

個 １ 白飯320g入り程度特選厚切り豚ロース丼 

200g入り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

 

1 6 - 5 9 

 

 

 

チキン南蛮ステ

ーキ丼セット 

 

 

個 

 

 

 

１ 白飯320g入り程度チキン南蛮ステーキ150

g入り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 
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規格番号  品   名 単 位     規         格 備 考 

1 6 - 6 0 ビーフ＆マッシ

ュルームカレー

セット 

個 １ 白飯320g入り程度ビーフ＆マッシュルー

ムカレー280g入り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 6 1 塩だれ豚カルビ

丼セット 

個 １ 白飯320g入り程度塩だれ豚カルビ丼185g

入り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 6 2 クリームシチュ

ーセット 

個 １ 白飯300g入り程度クリームシチュー 220g

入り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 6 3 ビーフシチュー

セット 

個 １ 白飯300g入り程度ビーフシチュー220g入

り程度とする。 

２ 耐熱ビニールパックフォークスプーン付き 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 6 4 栄 養 調 整 食

品Ｆ 

個 毎日果実ドライフルーツ入り1枚22.5g程度6枚 

入り程度とする。 

 

1 6 - 6 5 栄 養 調 整 食

品Ｇ 

個 １ おからケーキ１個22g程度２個入りとする。 

２ 味はその都度示す。 

 

 

1 6 - 6 6 グラノーラ 個 １袋50g入り程度とする。 

 

 

1 6 - 6 7 板チョコレート 個 ミルクチョコレート1枚50g程度とする。 

 

 

1 6 - 6 8 スティックライ

ス・五目ごはん 

 

個 １ 五目御飯180g入り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱とする。 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 6 9 スティックオカ

ズ・からあげ 

 

個 １ からあげ100g入り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱とする。 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 7 0 スティックライ

ス・チャーハン 

 

個 １ チャーハン180g入り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱とする。 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 7 1 スティックオカ

ズ・コロッケ 

 

個 １ コロッケ120g入り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱とする。 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 7 2 スティックライス

・チャーシュー 

個 １ チャーシューライス180g入り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱とする。 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 7 3 スティックオカズ

・餃子 

個 １ 五目御飯80g入り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱とする。 

３ 賞味期限２年程度とする。 

 

1 6 - 7 4 スティックライス

・明太子 

個 １ 五目御飯180g入り程度とする。 

２ レトルトパウチ耐熱とする。 

３ 賞味期限２年程度とする。 
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１７ 弁当 

     共通規格 

   (1)  割り箸一膳つきとする。 

  (2)  指示があった場合、弁当がらは当日又は翌日回収するものとする。 

   (3)  食中毒防止には万全の注意を払うこと  

規格番号 品  名 単 位 規      格 備 考 

１７－１ 

 

 

幕の内弁当 個 

 

 

１ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(梅干し・黒ごま付き)210g程度 

 焼き魚30g程度 

 ちくわ天ぷら15g程度 

 かぼちゃ天ぷら15g程度 

 さつまいも天ぷら15g程度(小袋塩1g程度

付き) 

 煮物45g程度 

 酢のもの20g程度                                                  

 卵焼20g程度 

 果物10g程度  

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４ その他  

 (1)  消費期限を容器に明示すること 

 (2)  消費期限 

  ア 朝食時は納入当日の1000以降    

 イ 昼食時は納入当日の1400以降   

 ウ 夕食時は納入当日の1900以降 

 (3)  納入時間については、その都度示す。  

 (4)  細部は官側との調整による。 
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規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－２ 

 

 

唐揚げ弁当 

 

 個 

 

 

１ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白ご飯(梅干し・黒ごま付き)210g程度 

鶏唐揚げ40g程度 

焼きそば35g程度 

春巻40g程度(小袋醤油10g程度付き) 

漬け物10g程度 

団子30g程度 

付け合わせ野菜15g程度 

果物10g程度 

 八宝菜30g程度 

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４ その他 

 (1) 消費期限を容器に明示すること 

 (2) 消費期限 

  ア 朝食時は納入当日の1000以降    

 イ 昼食時は納入当日の1400以降 

 ウ 夕食時は納入当日の1900以降 

 (3) 納入時間については、その都度示す。  

 (4) 細部は官側との調整による。  

 

 

１７－３ ハンバーグ

弁当 

 個 

 

１ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白ご飯(梅干し・黒ごま付き)210g程度  

 ハンバーグ60g程度(小袋ソース10g程度

付き) 

 ちくわ天ぷら10g程度 

 スパゲティソテー15g程度 

 つけあわせ野菜30g程度 

  ドレッシング15g程度 

 卵ロール30g程度 

 煮物55g程度 

 和え物20g程度 

 漬物10g程度 

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４ その他  

 (1)  消費期限を容器に明示すること 

 (2)  消費期限 

  ア 朝食時は納入当日の1000以降    

 イ 昼食時は納入当日の1400以降 

 ウ 夕食時は納入当日の1900以降 

 (3)  納入時間については、その都度示す。  

 (4)  細部は官側との調整による。  
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規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－４ トンカツ弁当 個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

白御飯(梅干し・黒ごま付き)250g程度 

トンカツ60g程度（小袋トンカツソース

10g程度付き） 

  生野菜30g程度 

かに棒天ぷら15g程度 

サラダ20g程度 

ピリ辛炒め40g程度 

和え物20g程度 

果物15g程度 

漬物15g程度   

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４ その他 

 (1)  消費期限を容器に明示すること 

 (2)  消費期限 

  ア  朝食時は納入当日の1000以降    

 イ  昼食時は納入当日の1400以降 

  ウ  夕食時は納入当日の1900以降 

 (3)  納入時間については、その都度示す。  

 (4)  細部は官側との調整による。 

 

 

１７－５ のり鮭弁当 個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

白御飯(梅干し・黒ごま付き)280g程度 

鮭塩焼き40g程度 

竹輪天ぷら20g程度 

蓮根天ぷら20g程度 

海老天ぷら20g程度（小袋醤油10g程度付き） 

金平ごぼう50g程度 

お浸し30g程度 

生野菜30g程度 

漬け物15g程度  

割りばし1膳付き 

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４  その他 

 (1)  消費期限を容器に明示すること 

(2)  消費期限 

 ア  朝食時は納入当日の1000以降    

イ  昼食時は納入当日の1400以降 

  ウ  夕食時は納入当日の1900以降 

 (3)  納入時間については、その都度示す。  

 (4)  細部は官側との調整による。  
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規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－６ 天ぷら弁当 個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(梅干し・黒ごま付き)280g程度 

  えび天ぷら25g程度 

  蓮根天ぷら20g程度 

  竹輪天ぷら20g程度 

  おくら天ぷら15g程度（小袋塩1g付き） 

  煮物50g程度 

  和え物30g程度 

  果物15g程度 

  漬物15g程度   

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４  その他 

 (1)  消費期限を容器に明示すること 

 (2)  消費期限 

  ア  朝食時は納入当日の1000以降    

 イ  昼食時は納入当日の1400以降 

  ウ  夕食時は納入当日の1900以降 

 (3)  納入時間については、その都度示す。  

 (4)  細部は官側との調整による。  

 

 

１７－７ コロッケ弁当 個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(梅干し・黒ごま付き)250g程度 

  牛肉コロッケ60g程度 

  エビフライ25g程度（小袋ソース10g程度 

付き） 

  卵焼き30g程度 

  スパゲティーソテー15g程度 

  ウインナー20g程度 

  生野菜30g程度 

  煮物50g程度 

  浸し25g程度  

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４  その他 

 (1)  消費期限を容器に明示すること 

 (2)  消費期限 

  ア  朝食時は納入当日の1000以降    

 イ  昼食時は納入当日の1400以降 

  ウ  夕食時は納入当日の1900以降 

 (3)  納入時間については、その都度示す。  

 (4)  細部は官側との調整による。  
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規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－８ お祝い弁当 個 １ お祝い用紙パックを用いること 

（D240mm×W240mm×H40mm程度） 

２ 内容 

  俵型御飯(梅干し・黒ごま付き)100g程度 

  俵型赤飯(南天付き)100g程度 

  蓮根天ぷら20g程度 

白身フライ60g程度（ソース10g程度付き） 

  出汁巻卵15g程度 

  三度豆天ぷら15g程度 

  ポテトサラダ35g程度 

  金平ごぼう45g程度 

  高野含め煮30g程度 

  鶏唐揚げ30g程度 

  紅白なます30g程度 

  フルーツ20g程度 

  漬け物10g程度 

  紅白豆20g程度  

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４ その他 

(1) のし紙は「祝（赤）卒業又は入校、幹 

部候補生学校、消費期限日時」を明記

し、弁当箱の上にかける。入校又は卒業

の明記内容についてはその都度示す。 

 (2)  消費期限を容器に明示すること   

(3)  消費期限 

  ア  朝食時は納入当日の1000以降    

 イ  昼食時は納入当日の1400以降 

  ウ  夕食時は納入当日の1900以降 

 (4)  納入時間については、その都度示す。 

(5)  細部は官側との調整による。   
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規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－９ 折り詰め弁当 個 １ 市販品紙パック弁当箱を用いること 

(D240mm×W240mm×H40mm程度) 

２ 内容 

  赤飯70g程度 

  白飯(黒ゴマ)140g程度 

柿鯖寿司46g程度 

ブロッコリー10g程度 

合鴨スモーク15g程度 

出汁巻き卵25g程度 

赤かまぼこ15g程度 

ほうれん草胡麻和え20g程度 

桜漬5g程度 

ひじき煮20g程度 

ひろうす24g程度 

ねじりこんにゃく16g程度 

人参8g程度 

ポテトサラダ20g程度 

チェリー5g程度 

桃缶19g程度 

ミンチカツ36g程度（ソース3g程度付き） 

海老フライ1本(21g程度) 

奈良漬け8g程度 

３ 保存食分と検食用５個を用意するものと 

する。 

４ その他 

 (1) のし紙は「祝（赤）基地祭、奈良基 

地、消費期限日時」を明記し、弁当箱の  

   上にかける。 

(2) 消費期限を容器に明示すること 

 (3) 消費期限 

  ア 朝食時は納入当日の1000以降    

 イ 昼食時は納入当日の1400以降 

  ウ 夕食時は納入当日の1900以降 

 (4) 納入時間については、その都度示す。  

 (5) 細部は官側との調整による。  

 

 

 

 

 



- 76 - 

 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－１０ 夕食弁当Ａ

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(漬け物付き)200g程度 

  トンカツ180g程度（パックソース3g程度

付き） 

  生野菜24g程度（ドレッシング4g程度付

き） 

  竹輪天ぷら20g程度 

  おくら天ぷら15g程度（小袋塩1g付き） 

  煮物50g程度 

  和え物30g程度 

  果物15g程度 

  漬物15g程度 

お茶（紙パック入り）200ml程度 

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の2000以降 

(3) 納入時間帯は1600とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

 

１７－１１ 朝食おにぎ

りＢセット 

個 １ 内容 

  おにぎり（ツナマヨ）100g程度 

  おにぎり（明太子）100程度 

  焼き豚サラダ100gｇ程度（ドレッシング

4g程度付き） 

  お茶（紙パック入り）200ml程度 

２ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1000以降 

(3) 納入時間帯は0530とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

 



- 77 - 

 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－１２ 昼食弁当Ｃ

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(小梅・漬物付き)200g程度 

  鶏唐揚げ150g程度 

  生野菜30g程度（ドレッシング4g程度付

き）  

  魚塩焼き45g程度 

  オムレツ15g程度 

  煮物20g程度 

  酢の物25g程度 

 佃煮15g程度 

お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1400以降  

(3) 納入時間帯は1100とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

１７－１３ 夕食弁当Ｄ

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(焼き海苔・おかか・漬け物付

き)150g程度 

  メンチカツ60g程度 

  かぼちゃ天ぷら20g程度 

  えび天ぷら40g程度（パック醤油3g程度付

き） 

  生野菜25g程度（ドレッシング4g程度付

き） 

  出汁巻き卵30g程度 

  かまぼこ12g程度 

  酢の物20g程度 

  煮物20g程度 

   お茶（紙パック入り）200ml程度 

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の2000以降 

(3) 納入時間帯は1600とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

 



- 78 - 

 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－１４ 朝食おにぎ

りＥセット 

 

個 １ 内容 

  おにぎり(梅)100g程度     

   おにぎり（かつお）100g程度 

  チキンサラダ100g程度（ドレッシング４

ｇ程度付き） 

 お茶（紙パック入り）200ml程度 

２ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1000以降  

(3) 納入時間帯は0530とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

１７－１５ 昼食弁当Ｆ

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  稲荷寿司（6貫）240g程度（ガリ、パック

付き） 

  冷やしうどん（パック入り）350g程度 

   お茶（紙パック入り）200ml程度 

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1400以降 

(3) 納入時間帯は1100とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

１７－１６ 夕食弁当Ｇ 

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(漬物付き)200g程度 

  鶏南蛮漬け100g程度 

  生野菜35g程度（ドレッシング4g程度付

き） 

  酢豚50g程度 

  焼きそば60g程度 

  和え物30g程度 

お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の2000以降 

(3) 納入時間帯は1600とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 



- 79 - 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－１７ 朝食おにぎ

りＨセット 

 

個 １ 内容 

  おにぎり(昆布)100g程度     

   おにぎり（鮭）100g程度 

  ツナサラダ70g程度（ドレッシング４ｇ程

度付き） 

  お茶（紙パック入り）200ml程度 

２ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1000以降  

(3) 納入時間帯は0530とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

１７－１８ 昼食弁当Ｉ

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(小梅・漬物付き)200g程度 

  ハンバーグデミグラスソース95g程度 

  生野菜40g程度 

  スパゲティーソテー10g程度 

  牛肉コロッケ60g程度 

  オムレツ30g程度（パックソース3g程度） 

  魚塩焼き30g程度 

鶏八幡巻き18g程度 

  酢の物20g程度 

  お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1400以降 

(3) 納入時間帯は1100とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

１７－１９ 夕食弁当Ｊ 

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯250g程度 

  うなぎ蒲焼き150g程度（タレ・粉山椒15g

程度） 

  刻み海苔1g程度 

  紅生姜10g程度 

  お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の2000以降 

(3) 納入時間帯は1600とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 



- 80 - 

 

 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－２０ 朝食おにぎ

りＫセット 

個 １ 内容 

  おにぎり(ツナマヨ)100g程度     

   おにぎり（明太子）100g程度 

  コーンサラダ90g程度（ドレッシング4g程

度付き） 

お茶（紙パック入り）200ml程度 

２ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1000以降  

(3) 納入時間帯は0530とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

 

１７－２１ 昼食弁当Ｌ

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯(ごま・漬物付き)200g程度 

  鶏唐揚げ30g程度 

  生野菜40g程度（ドレッシング4g程度付

き） 

  春巻き25g程度 

  揚げシューマイ（2個）28g程度 

  肉団子20g程度 

  フーヨーハイ（1/2個）30g程度 

  エビチリ（2個）40g程度 

  ごま団子20g程度 

  オレンジ30g程度 

お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1400以降 

(3) 納入時間帯は1100とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

 



- 81 - 

 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－２２ 夕食弁当Ｍ 

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  白御飯150g程度 

 刻み海苔1g程度 

  丼たれ20g程度 

   きす天ぷら20g程度 

   えび天ぷら20g程度 

   かぼちゃ天ぷら20g程度 

  かき揚げ天ぷら30g程度 

  おくら天ぷら10g程度 

お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の2000以降  

(3) 納入時間帯は1600とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

１７－２３ 朝食おにぎ

りＮセット 

個 １ 内容 

  おにぎり(梅)100g程度     

   おにぎり（焼たらこ）100g程度 

   大根サラダ80g程度（ドレッシング4g程度

付き） 

お茶（紙パック入り）200ml程度 

２ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1000以降 

(3) 納入時間帯は0530とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

１７－２４ 昼食弁当Ｏ

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  冷やし中華100g程度 

  焼き飯100g程度 

  杏仁豆腐140g程度 

  中華風和え物80g程度 

  お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1400以降  

(3) 納入時間帯は1100とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 



- 82 - 

 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－２５ 夕食弁当Ｐ 

セット 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

  巻き寿司120g程度 

  稲荷寿司130g程度 

  ガリ5g程度 

  きす天ぷら20g程度 

  えび天ぷら20g程度 

  かぼちゃ天ぷら20g程度 

  かき揚げ天ぷら30g程度 

  しいたけ天ぷら10g程度 

  おくら天ぷら15g程度 

  天つゆ30g程度 

  スパゲティーサラダ30g程度 

  オレンジ30g程度 

  お茶（紙パック入り）200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の2000以降 

(3) 納入時間帯は1600とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

１７－２６ 朝食おにぎ

りＱセット 

個 １ 内容 

  おにぎり(昆布)100g程度     

   おにぎり（鮭）100g程度 

  ポテトサラダ100g程度 

お茶（紙パック入り）200ml程度 

２ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1000以降 

(3) 納入時間帯は0530とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 83 - 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

１７－２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食弁当Ｒ

セット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 １ 使い捨て容器を用いること 

２ 内容 

   白飯（小梅・漬物付き)      200g程度 

  豚生姜焼き                 100g程度 

  生野菜40g程度 

  ベーコンエッグ              50g程度 

 野菜コロッケ                60g程度 

  オレンジ                    30g程度 

お茶（紙パック入り）      200ml程度  

３ その他 

(1) 消費期限を容器に明示すること 

(2) 消費期限は納入当日の1400以降 

(3) 納入時間帯は0800とする。 

(4) 細部は官側との調整による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お祝い弁当

２ 

 

個 １ 市販品紙パック弁当箱を用いること 

（D170mm×W270mm×H40mm程度） 

２ 内容 

  俵型御飯(梅干し・黒ごま付き)100g程度 

  俵型赤飯 (南天付き)     140g程度 

  スパソテー                   30g程度 

煮込みハンバーグ 

（ソース10g程度付き）         40g程度 

  出汁巻卵                     15g程度 

  海老フライ                   30g程度 

  ポテトサラダ                 30g程度 

  ひじきの炒り煮               35g程度 

   ウインナー                   15g程度 

  千切り大根                   35g程度 

  鶏唐揚げ                     30g程度 

  わかめ酢                     30g程度 

  漬け物                       10g程度 

３  保存食分と検食用５個を用意するものと

する。 

４  その他 

(1)  のし紙は「祝（赤）卒業又は入校、幹

部候補生学校、消費期限日時」を明記

し、弁当箱の上にかける。入校又は卒業

の明記内容についてはその都度示す。 

(2)  消費期限を容器に明示すること   

(3)  消費期限 

   ア  朝食時は納入当日の1000以降    

   イ  昼食時は納入当日の1400以降 

    ウ  夕食時は納入当日の1900以降 

(4)  納入時間については、その都度示す。  

(5)  細部は官側との調整による。   

 



- 84 - 

規格番号 品  名 単 位 規        格 備 考 

 お祝い弁当

３ 

 個 １ 市販品紙パック弁当箱を用いること  

（D170mm×W270mm×H40mm程度） 

２ 内容 

  俵型御飯(梅干し・黒ごま付き)  100g程度 

  俵型赤飯(南天付き)      140g程度 

スパソテー                  30g程度 

さば塩焼き                  30g程度 

  出汁巻卵                     15g程度 

  海老フライ                   30g程度 

  ポテトサラダ                 30g程度 

  ひじきの炒り煮               35g程度 

   たれ付き肉団子               25g程度 

  金平ごぼう                   35g程度 

  もやし酢                     30g程度 

  漬け物                       10g程度 

３  保存食分と検食用５個を用意するもの

とする。 

４  その他 

(1)  のし紙は「祝（赤）卒業又は入校、

幹部候補生学校、消費期限日時」を明

記し、弁当箱の上にかける。入校又は

卒業の明記内容については 

その都度示す。 

 (2)  消費期限を容器に明示すること   

(3)  消費期限 

   ア  朝食時は納入当日の1000以降    

 イ  昼食時は納入当日の1400以降 

  ウ  夕食時は納入当日の1900以降 

 (4)  納入時間については、その都度示す。 

(5)  細部は官側との調整による。  

 

 


